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はじめに

Webマイナンバー管理サービスでは、「スタートアップガイド」、「基本操作マニュアル（管理者編、運用者編）」、
「詳細操作マニュアル」の３つのマニュアルがあります。

本マニュアルでは、お客様のマイナンバー運用担当者様向けにWebマイナンバー管理サービスでの
マイナンバーの管理（登録、変更、削除）、利用（参照、出力、帳票作成）方法についての基本操作を説明します。
※ ご利用のブラウザのバージョンによっては、実際の画面と本マニュアルに記載の画面や文言が一部異なる

場合がございます。適宜読み替えの上、操作をお願いいたします。

スタートアップガイド

• 取扱責任者様向けにサー
ビスを開始する手順につい
て説明しています。

基本操作マニュアル

（管理者編、運用者編）

• 登録する、出力するなどの
基本的な操作方法につい
て説明しています。

詳細操作マニュアル

• 基本操作に加え、機能や
項目の説明をしています。



改訂履歴

本マニュアルの改訂履歴は下記のとおりです。
ver.1.4.6

ver.1.4.5

ver.1.4.4

ver.1.4.3

4.3

4.3.6.1. 項目説明No.8「最終承認者コメント」の
内容を修正

申請に対するコメントを登録します。
コメント登録後、差戻または却下または最終承認実
施で
コメントが反映されます。
400文字まで登録可能です。
※ 改行は2文字として扱われます。

申請に対するコメントを登録します。
コメント登録後、差戻または却下または最終承認実
施で
コメントが反映されます。
100文字まで登録可能です。
※ 改行は2文字として扱われます。

項番 変更後 変更前

2.7

申請管理一覧画面イメージに下記項目を追加し、イ
メージを差し替え
・提出状況:対象外
・夜間処理結果の表示

申請管理詳細画面イメージに下記項目を追加し、イ
メージを差し替え
・提出状況:対象外
・英字氏名の表示

-

4.3

・4.3.5.1. 画面表示例の画像を差し替え
・4.3.6.1. 画面表示例の画像を差し替え
・4.3.6.1. 項目説明に以下の項目を追加
　No.9「対象外ボタン」
  No.10「対象外解除ボタン」

-

全体 2.6. 本人・家族情報連携状況の管理 2.6. 本人情報連携状況の管理

全体
本人・家族情報連携への名称変更に伴う
個人番号管理タブのメニュー画面イメージ差し替え

-

項番 変更後 変更前

項番 変更後 変更前

4.2
下記の法定帳票データファイルレイアウト表を更新
・退職所得の源泉徴収票
・給与支払報告書

-

項番 変更後 変更前

4.2
下記の法定帳票データファイルレイアウト表を更新
・給与所得の源泉徴収票
・給与支払報告書

-



ver.1.4.2
項番 変更後 変更前

4.3.5

・画面表示例を差し替え
・項目説明No.12「督促ボタン」の項目名と説明を
修正
・項目説明No.13「依頼/期限日変更」を追加
・以下の項番を追加
　4.3.5.2. 依頼/督促メール送信画面
　4.3.5.3. 依頼/期限日変更確認画面

-

4.3.6

・画面表示例を差し替え
・項目説明に以下を追加
　No.1 申請対象者情報
　No.2 一覧ボタン
　No.3 前へボタン
　No.4 次へボタン
　No.9 督促ボタン
・以下の項番を追加
　4.3.6.2. 申請対象者一覧画面

-

2.7

・申請管理一覧、申請管理詳細の画面イメージを差
し替え
・申請管理一覧の「督促ボタン」の名称及び説明を
「依頼/督促ボタン」に修正。
・申請管理一覧の「依頼/期限日変更ボタン」の説明
を追加。
・申請管理詳細の「督促ボタン」の説明を追加。
・2.7.1 5)の「差戻」、「却下」、「最終承認」の説明
文から処理完了後に申請管理一覧に戻る記載を削
除

-

全体
・「PROSRV on Cloudシステム」を「給与計算サー
ビス」に修正

-



ver.1.4.1

4.2
下記の法定帳票データファイルレイアウト表を更新
・健康保険・厚生年金保険　被保険者資格取得届
／厚生年金保険70歳以上被用者該当届

-

2.7.1 メニュー画面差替え(本人情報連携管理 追加) -

2.1.1 メニュー画面差替え(本人情報連携管理 追加) -

2.4 メニュー画面差替え(本人情報連携管理 追加) -

2.6 本人情報連携状況の管理を新規追加 -

2.5 メニュー画面差替え(本人情報連携管理 追加) -

2.2.1 メニュー画面差替え(本人情報連携管理 追加) -

2.3 メニュー画面差替え(本人情報連携管理 追加) -

2.1.2 メニュー画面差替え(本人情報連携管理 追加) -

1.4.2 メニュー画面差替え(本人情報連携管理 追加) -

1.1
1)サービスフロー図差替え(給与計算システムから従
業員連携処理を追加)

-

目次
以下を追加
2.6. 本人情報連携管理

-

項番 変更後 変更前

1.2

機能概要に以下を追加
2.6. 本人情報連携管理

メニュー画面差替え(本人情報連携管理 追加)

-



ver.1.4.0

ver.1.3.3

2.1.1 メニュー画面差替え(申請管理一覧 追加) -

2.6 個人番号の申請管理を新規追加 -

2.1.2 メニュー画面差替え(申請管理一覧 追加) -

2.5 メニュー画面差替え(申請管理一覧 追加) -

2.2.1 メニュー画面差替え(申請管理一覧 追加) -

お問い合わせ先
サービスコンサルティング・セールス部
カスタマーグループ

ＨＲ推進部 　カスタマーグループ

2.4 メニュー画面差替え(申請管理一覧 追加) -

2.3 メニュー画面差替え(申請管理一覧 追加) -

2
本サービスでは、個人番号を取り扱う操作(登録、参
照、変更、削除、承認)を行う際に選択した利用用
途が証跡ログに記録されます

本サービスでは、個人番号を取り扱う操作(登録、参
照、変更、削除)を行う際に選択した利用用途が証
跡ログに記録されます

1.4.1
メニュー画面差替え(メール通知テンプレート管理、個
人番号申請機能設定 追加)

-

1.4.2 メニュー画面差替え(申請管理一覧 追加) -

4.2
下記の法定帳票データファイルレイアウト表を更新
・給与所得の源泉徴収票
・給与支払報告書

-

項番 変更後 変更前

4.3.5 申請管理一覧を新規追加 -

4.3.6 申請管理詳細を新規追加 -

1.2
機能概要に以下を追加
2.6. 申請管理

-

項番 変更後 変更前

目次
以下を追加
2.6. 個人番号の申請管理

-

1.1

1)サービスフロー図差替え(従業員システムポータルサ
イトと連携処理を追加)
2)Web収集オプションをご契約のお客様の場合、
お客様の従業員より従業員システムポータルサイトを
ご利用のうえ、
マイナンバー(個人番号)の申請を利用し収集を行い
ます。
Web収集オプションを未契約のお客様の場合、
お客様にて従業員よりマイナンバー(個人番号)の収
集を行います。
（本サービス対象外）

1)-
2)お客様にて従業員よりマイナンバー(個人番号)の
収集を行います。（本システム対象外）



ver.1.3.2

ver.1.3.1

ver.1.3.0

ver.1.2.13

ver.1.2.12

ver.1.2.11

項番 変更後 変更前

項番 変更後 変更前

3.4

電子申請連携可となる届書に以下を追加
・社会保険　健康保険被扶養者（異動）届／国
民年金第３号被保険者関係届
・社会保険　国民年金 第３号被保険者関係届
・雇用保険　被保険者資格取得届
・雇用保険　被保険者資格喪失／氏名変更届
・雇用保険　個人番号登録変更届出書

-

項番 変更後 変更前

3.3

届書一覧に以下を追加
・健康保険被扶養者（異動）届／国民年金第３
号被保険者関係届
・国民年金 第３号被保険者関係届

-

項番 変更後 変更前

4.2
法定帳票データファイルレイアウト表（給与支払報告
特別徴収に係る給与所得者異動届出書
のレイアウト変更

-

1.4.1
メニュー画面の差替え（PROSRVお客様サイトのリン
ク追加、マニュアルダウンロードのリンク削除、FAQのリ
ンク削除）

PROSRVお客様サイトのリンク無し、マニュアルダウン
ロードのリンク有り、FAQのリンク有り

3.4
法定帳票電子データをPROSRV on Cloudの電子
申請に連携する説明を追加

-

4.2

法定帳票データファイルレイアウト表（給与支払報告
特別徴収に係る給与所得者異動届出書2／2）の
項目追加
　Excelｾﾙ:BT、BU

-

4.1
社員番号変更（本人・家族）、家族キー変更（家
族）の追加

-

2.3
社員番号変更（本人・家族）、家族キー変更（家
族）の追加に伴い、外部取込テンプレート一覧のレ
イアウト差替え

-

項番 変更後 変更前

項番 変更後 変更前

3.3
社会保険　健康保険被保険者資格取得届　※旧
書式のため原則使用不可

社会保険　健康保険被保険者資格取得届

3.1 雇用保険　被保険者資格喪失変更届 雇用保険　被保険者資格喪失/氏名変更届

4.3
取込ファイル設定登録の取込レイアウトにMYN901
社員番号変更 (本人・家族)、MYN902 家族情報
変更を追加

-

4.2
社会保険法改正に伴う、雇保取得情報、雇保喪失
情報、個人番号登録_変更情報のレイアウト差替え

-



ver.1.2.10

ver.1.2.9

ver.1.2.8

ver.1.2.7

ver.1.2.6

お問い合わせ先 ＨＲ推進部 　カスタマーグループ ＨＲ営業部 　カスタマーグループ

項番 変更後 変更前

4.2
所得税法改正に伴う、給与所得の源泉徴収票、給
与支払報告書のレイアウト差替え

-

項番 変更後 変更前

-
「本サービスのご利用に必要なもの」
1) インターネットに接続可能なパソコンの記載を削除

「本サービスのご利用に必要なもの」
1) インターネットに接続可能なパソコンの記載

4.2
法定帳票データファイルレイアウトの追加
・平成30年以降用の算定基礎届、月額変更届、
賞与支払届、資格取得届、資格喪失届

-

3.3

電子データの標準提供パターンの追加
・社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者資
格取得・喪失届／厚生年金保険70歳以上被用者
該当・不該当届

-

お問い合わせ先 ＨＲ営業部 　カスタマーグループ
HRソリューション事業部　カスタマーセンター
大阪支店　カスタマーセンター

項番 変更後 変更前

2.4

ファイル作成指示情報画面の差替え
(標準提供パターンの追加）
・D06　標準_自動削除対象者一覧
・D07　標準_個人番号未登録者一覧

-

3.3
ファイルアップロード一覧画面の差替え(平成30年以
降用の算定基礎届、月額変更届、賞与支払届、資
格取得届、資格喪失届追加)

平成30年以降用の算定基礎届、月額変更届、賞
与支払届、資格取得届、資格喪失届無し

3.3
作成可能な法定帳票の追加
・平成30年以降用の算定基礎届、月額変更届、
賞与支払届、資格取得届、資格喪失届

-

3.1
作成可能な法定帳票の追加
・平成30年以降用の算定基礎届、月額変更届、
賞与支払届、資格取得届、資格喪失届

-

項番 変更後 変更前

2022年5月 Web サーバ基盤更改に伴う、画面の差替え -

4.2
改元対応に伴う、法定帳票データファイルレイアウトの
差替え

-

項番 変更後 変更前



ver.1.2.5

ver.1.2.4

ver.1.2.3

ver.1.2.2

ver.1.2.1

ver.1.2.0

3.1
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、
資格取得報告書のデータ追加

-

1.4.1 メニュー画面の差替え（FAQリンク追加） FAQリンク無し

お問い合わせ先
ＨＲ営業部 　カスタマーグループ
大阪支店　カスタマーグループ

HRソリューション事業部　カスタマーセンター
大阪支店　カスタマーセンター

項番 変更後 変更前

2
4.3

個人番号登録本人、個人番号登録家族画面の差
替え
(履歴ボタンの追加)

履歴ボタン無し

3.2
帳票データアップロード画面の差替え
(バージョン変更)

平成28年

4.2
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、
資格取得報告書のレイアウト追加

-

3.3
ファイルアップロード画面の差替え
（「社会保険　健康保険被保険者資格取得届」の
電子データの追加）

-

3.3
ファイル設定登録画面の差替え
（入力圧縮有無、出力圧縮有無の追加）

入力圧縮有無、出力圧縮有無項目無し

項番 変更後 変更前

4.2
給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届
出書のレイアウト追加

-

項番 変更後 変更前

3.2
4.3.2

「個人事業主」の説明の追加 -

項番 変更後 変更前

- 「本サービスのご利用に必要なもの」を更新 -

4.1

個人番号登録本人と家族の項目追加によるレイアウ
ト変更
・外部取込ファイルレイアウト表（個人番号情報＿
本人）
・外部取込ファイルレイアウト表（個人番号情報＿
家族）

提出申告書名無し、提出年月無し、備考無し

項番 変更後 変更前

項番 変更後 変更前

2
4.3

個人番号検索、個人番号登録本人、個人番号登
録家族画面の差替え
(提出申告書名、提出年月、提出状況、備考の追
加)

提出申告書名無し、提出年月無し、提出状況無
し、備考無し

2.4
ファイル作成指示画面の差替え
・標準提供パターンの出力条件(名称変更)

・D01　標準_本人出力条件
・D02　標準_家族出力条件



ver.1.1.0

ver.1.0.1

ver.1.0.0

4.2
・右左共に本人交付用
・個人番号表示

給与所得の源泉徴収票のレイアウト変更
 ・右側を税務署提出用に変更
 ・本人交付用は個人番号非表示

項番 変更後 変更前

2.5
新機能を追加
・差分チェック

-

4.2

雇用保険関連帳票のレイアウト変更
・資格取得届様式変更
・資格喪失/氏名変更届様式変更
・個人番号登録変更届書追加

-

3.3
新機能を追加
・電子データ作成

-

2 個人番号登録本人/家族画面の項目追加 退職削除年月日無し、非居住区分無し

4.1
個人番号登録家族の項目追加によるレイアウト変更
・外部取込ファイルレイアウト表（個人番号情報＿
家族）

非居住区分無し

ー ー新規作成

項番 変更前変更後

項番 変更前変更後
全般 利用規定リンクなし利用規定リンク追加によるログイン画面の差替え

1.3 -
証明書インストールは実際に使用するユーザで
ログインして行うコメントを追加

1.4 -
メニュー下部のリンク先から最新マニュアルがダウンロー
ドできるコメントを追加

4.2 -退職所得の源泉徴収票のレイアウト新規追加

3 源泉徴収票

取扱い源泉徴収票増加による源泉徴収票の名称
変更
　・給与所得の源泉徴収票（名称変更）
　・退職所得の源泉徴収票（新規追加）



目次

本サービスのご利用にあたって ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

1. サービス概要 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

1.1. 作業の流れ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

1.2. 機能概要 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

1.3. クライアント証明書のインポート ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

1.4. ログインとログアウト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

1.4.1. ログイン ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

1.4.2. ログアウト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2. 個人番号の管理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2.1. 個人番号（本人）の管理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2.1.1. 個人番号（本人）の登録 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2.1.2. 個人番号（本人）の参照、変更、削除 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2.2. 個人番号（家族）の管理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2.2.1. 個人番号（家族）の登録 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2.2.2. 個人番号（家族）の参照、変更、削除 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2.3. 複数人の個人番号の一括登録・変更 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2.4. 個人番号のファイル出力 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2.5. 給与計算サービス情報との差分チェック ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2.6. 本人・家族情報連携状況の管理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2.7. 個人番号の申請管理 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2.7.1. 個人番号の申請状況を確認 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

3. 法定帳票作成 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

3.1. 法定帳票情報を準備する ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

3.2. 法定帳票を作成する ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

3.3. 法定帳票電子データを作成する ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

3.4. 法定帳票電子データを連携する ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

4. 付録 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

4.1. 外部取込ファイルレイアウト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

4.2. 法定帳票データファイルレイアウト ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

4.3. 画面項目一覧 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

23

43

48

36

36

25

39

28

28

27

36

2

4

12

19

5

9

7

12

14

11

16

16

18

9

4

12

42

78

43

1/91



本サービスのご利用にあたって

本サービスは、お客様が従業員様から収集したマイナンバーを「管理」し、必要な際に「利用」していただくサービスです。

本サービスのご利用に必要なもの

1) クライアント証明書（弊社からの送付物に同梱）
本サービスでは不正なアクセスを防止するため、クライアント証明書をインポートしたパソコンからのみ接続可能と
なるようにアクセス制限を行っております。
クライアント証明書には有効期限があるため、期限到達時には新たな証明書をインポートする必要があります。
新たな証明書については、期限到達前に弊社より別途ご連絡致します。

2) アクセス情報シート（弊社からの送付物に同梱）
本サービスのURL、初期ユーザの情報が記載されています。

本サービス利用規定のご承諾

本サービスは、弊社で定める利用規定の内容をご承諾の上、ご利用いただくものといたします。

利用規定はログイン画面より、ダウンロードができます。
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サービス提供時間について

1) サービス提供時間
7:00～22:00 　※年末年始（12月31日～1月3日）はサービスを停止します。

2) 計画停止
定期システムメンテナンス等でサービスを停止する場合は、作業日の30日前までにログイン画面のお知らせ欄で
報知します。

3) 緊急停止
緊急を要する障害発生時や、外部からの攻撃を検知した場合は、事前連絡をせずにサービスを停止することがあります。
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1. サービス概要

1.1. 作業の流れ

《本サービスの流れ》

本マニュアルでは、運用担当者様の作業として必要な以下の項番3から6について説明しています。
運用担当者様の作業である項番1と項番7については「基本操作マニュアル（管理者編）」をご参照ください。

作業 概要
1 環境設定／ユーザ登録 本サービスをご利用いただくために必要なシステム設定、ユーザ設定、

権限設定を行います。
2 収集 Web収集オプションをご契約のお客様の場合、

お客様の従業員より従業員システムポータルサイトをご利用のうえ、
マイナンバー(個人番号)の申請を利用し収集を行います。
Web収集オプションを未契約のお客様の場合、
お客様にて従業員よりマイナンバー(個人番号)の収集を行います。
（本サービス対象外）

3 登録・保管 収集したマイナンバー(個人番号)を本サービスに登録します。
本人の個人番号は本マニュアルの2.1. 個人番号（本人）の管理、
家族の個人番号は2.2. 個人番号（家族）の管理を参照ください。

4 登録状況確認 本サービスに登録された情報と給与計算システムに登録された情報の
整合性を確認します。登録された情報を情報をファイルに出力する方法は
2.4. 個人番号のファイル出力を参照ください。

5 利用 法律や条例で定められた事務手続きにマイナンバー(個人番号)を
利用します。法定帳票の作成手順は3. 法定帳票作成を参照ください。

6 廃棄 マイナンバー(個人番号)を利用する必要がなくなったタイミングで情報を
廃棄します。2.1.2. 個人番号（本人）の参照、変更、削除、
2.2.2. 個人番号（家族）の参照、変更、削除を参照ください。

7 運用確認 法律や条例で定められた利用目的で運用されていることを確認します。

従業員情報登録・連携
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1.2. 機能概要

以下の機能を使用する際の流れを、本マニュアルの関連項目の章で説明しています。
各画面での操作方法は、「詳細操作マニュアル」をご参照ください。

機能 本マニュアルの関連項目 機能概要
ログイン・ログアウト 1.4. ログインとログアウト 本サービスへログイン・ログアウトする機能です。
個人番号の 2.1. 個人番号（本人）の管理 社員本人の個人番号、社員基本情報を
登録・保管・廃棄 登録、参照、変更、削除する機能です。

2.2. 個人番号（家族）の管理 社員の家族の個人番号、基本情報を
登録、参照、変更、削除する機能です。

2.3. 複数人の個人番号の 複数の社員または家族の個人番号、基本
一括登録・変更 情報を一括で登録、変更する機能です。
2.4. 個人番号のファイル出力 登録された個人番号情報や社員・家族基本

登録状況確認 情報をファイルに出力する機能です。
2.5. 給与計算サービス情報との 給与計算サービスで処理する社員・家族
差分チェック 情報との整合性をチェックする機能です。
2.6. 本人・家族情報連携状況の管理 給与計算サービスから自動連携

連携状況確認 された社員情報の連携状況を
確認する機能です。

2.7. 個人番号の申請管理 Web収集オプション契約のあるお客様が
申請状況の確認・更新 社員本人または社員の家族の申請状況を

確認・更新する機能です。
個人番号の利用 3. 法定帳票作成 個人番号が印字された帳票や電子申請用

データを出力する機能です。

個人番号の

個人番号の

社員情報の
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【Web収集オプション】を未契約のお客様
【Web収集オプション】をご契約されていないお客様の場合、個人番号申請機能は利用できず
以下の画面と項目は表示されません。

・ メール通知テンプレート管理
・ 個人番号申請機能設定

・ 申請管理一覧

また、【Web収集オプション】をご契約されていないお客様の場合、以下の項目は表示されません。
・ ユーザ登録画面「メール受信区分」

・ 会社情報管理画面「提出申告書名の初期値(従業員申請)」
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1.3. クライアント証明書のインポート

本サービスへのアクセスに必要なクライアント証明書をインポートします。
※本サービスを実際にご利用するユーザでログインしてインポートを行って頂く必要があります。

1) 弊社からの納品媒体内（CD等）にあるクライアント証明書（MNS_xxxxxxxcert.p12）をデスクトップに
コピーします。

2) 1)でコピーしたクライアント証明書をダブルクリックします。
この際、セキュリティの警告画面が表示された場合は[ はい ]を押下します。

3) 証明書のインポートウィザードの開始画面が表示されます。
そのまま[ 次へ ] ボタンを押下します。

4) [ ファイル名 ]欄に、インポートする証明書のファイル名が表示されていることを確認し、
そのまま[ 次へ ]ボタンを押下します。
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5) 弊社からお送りしている「アクセス情報シート」に記載されている証明書のインポートパスワードを入力し、
[ すべての拡張プロパティを含める ]にチェックがついていることを確認し、[ 次へ ]ボタンを押下します。

6) 証明書ストアの選択画面が表示されます。
[ 証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する ] が選択されていることを確認し、
[ 次へ ] を押下します。

7) 証明書インポート ウィザードの完了画面が表示されますので、[ 完了 ]ボタンを押下します。
[正しくインポートされました。]とメッセージが表示されますので、[ OK ]ボタンを押下します。
以上で証明書のインポートは完了です。
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1.4. ログインとログアウト

1.4.1. ログイン

1) 本サービスのURLは弊社から管理担当者様にお送りしている「アクセス情報シート」に記載されています。
URLが分からない場合は管理担当者様にお問い合わせください。
Webブラウザを起動し、本サービスにアクセスすると「証明書の確認」が表示されますので、
名称が「MNS」で始まる証明書を選択し、[ OK ]ボタンを押下します。
※証明書はお客様ごとに異なります。

【PROSRV on Cloud】【Web明細書配信サービス】【PROSRV Messenger】をご契約のお客様
【PROSRV on Cloud】、【Web明細書配信サービス】の管理者サイト、【PROSRV Messenger】を
ご利用の端末に本サービスの証明書をインポートした場合は、「証明書の選択」が表示されますので、
証明書の名称が「MNS」で始まる、本サービスの証明書を選択し、[ OK ]ボタンを押下します。
※ 本サービス用でないクライアント証明書を選択した場合はログインできません。

ブラウザを一度[ × ]ボタンで閉じて、本サービスにアクセスしなおしてください。
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2) 「証明書の確認」で[ OK ]ボタンを押下すると、ログイン画面に遷移します。
ご契約番号とユーザID、パスワードを入力し、[ ログイン ]ボタンを押下します。
ご契約番号は、弊社より管理担当者様にご連絡しております。
また、ユーザID、パスワードは、管理担当者様が初期登録しておりますので、管理担当者様にお問い合わせください。

3) ログイン後のトップ画面が表示されます。
機能設定により、ログインしたユーザが利用可能な機能のみ表示されます。

最新のマニュアルについて
メニュー下部の [ PROSRVお客様サイト ] のリンク先からログインのうえご参照ください。
マニュアル : 各種ドキュメント　>　Webマイナンバー管理サービス　>　マニュアル
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1.4.2. ログアウト

1) 画面右上の[ ログアウト ]をクリックします。

ログアウトの確認をするウインドウが表示されますので、[ はい ]を押下します。

2) ログアウトが完了し、ログイン画面に戻ります。
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2. 個人番号の管理

個人番号の利用用途
本サービスでは、個人番号を取り扱う操作(登録、参照、変更、削除、承認)を行う際に選択した利用用途が
証跡ログに記録されます。個人番号を取り扱う機能には「利用用途」の選択欄が設けられていますので
必ず選択してください。選択していない場合は、以下のようなエラーメッセージが表示されます。

利用用途は管理者ユーザ向けの機能で編集が可能です。利用用途の内容については管理担当者様に
ご確認ください。

2.1. 個人番号（本人）の管理

2.1.1. 個人番号（本人）の登録

1) メニューから[ 個人番号管理 ]タブを選択し、[ 個人番号検索 ]をクリックします。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理 個人番号

(家族)の管理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

給与計算

サービス情報との

差分チェック
2.1. 2.6.

本人・家族情報

連携状況

の管理
2.7.

個人番号の

申請管理

12/91



2) 個人番号検索画面に遷移しますので、[ 追加 ]ボタンを押下します。
この画面の項目の詳細は4.3.1.個人番号検索をご参照ください。

3) 個人番号登録_本人画面に遷移します。本人基本情報を入力し、[ 更新 ]ボタンを押下して登録します。
この画面の項目の詳細は4.3.2.個人番号登録_本人をご参照ください。

任意項目について
手順2),3)の画面イメージにて赤い破線で囲われている10個の項目は「任意項目」です。
任意項目は、設定によって項目名や入力方法を指定できる項目で、画面の例では
「本人確認日」や「勤務地」などの項目として設定されています。任意項目は、あらかじめ設定
しておくことで、個人番号検索や外部出力の際の条件として利用できます。
設定内容の確認や依頼については管理担当者様にお問い合わせください。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理 個人番号

(家族)の管理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

給与計算

サービス情報との

差分チェック
2.1. 2.6.

本人・家族情報

連携状況

の管理
2.7.

個人番号の

申請管理
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2.1.2. 個人番号（本人）の参照、変更、削除

1) メニューから[ 個人番号管理 ]タブを選択し、[ 個人番号検索 ]をクリックします。

2) 個人番号検索画面にて、参照、変更、削除をしたい社員の社員番号等を入力し、[ 検索 ]ボタンを押下します。

3) 検索した社員の情報がユーザ情報に表示されますので、[ 編集 ]ボタンを押下します。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理 個人番号

(家族)の管理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

給与計算

サービス情報との

差分チェック
2.1. 2.6.

本人・家族情報

連携状況

の管理
2.7.

個人番号の

申請管理
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4) 個人番号登録_本人画面に遷移します。
画面初期表示時は、個人番号は「*」で隠されています。参照や更新をする場合は、「利用用途」を選択し、
[ 個人番号表示 ]ボタンを押下すると表示されます。

個人番号表示ボタンについて
個人番号アクセス許可の権限がないユーザの場合、ボタンを押下することは出来ません。
個人番号アクセス許可の権限設定内容の確認や依頼については管理担当者様に
お問い合わせください。

更新の場合 … 本人基本情報の登録内容を編集し、[ 更新 ]ボタンを押下して更新します。
個人番号の変更がある場合は、「利用用途」を選択してから[ 更新 ]ボタンを押下します。
更新が完了すると、手順2)の個人番号検索画面に戻ります。

削除の場合 … [ 削除 ]ボタンを押下して削除します。
個人番号が登録されている場合は、「利用用途」を選択してから[ 削除 ]ボタンを押下します。
削除が完了すると、手順2)の個人番号検索画面に戻ります。

削除時のご注意事項
本人の個人番号情報を削除すると、その方に登録済みの家族の情報もすべて削除されます。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理 個人番号

(家族)の管理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

給与計算

サービス情報との

差分チェック
2.1. 2.6.

本人・家族情報

連携状況

の管理
2.7.

個人番号の

申請管理
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2.2. 個人番号（家族）の管理

2.2.1. 個人番号（家族）の登録

1) メニューから[ 個人番号管理 ]タブを選択し、[ 個人番号検索 ]をクリックします。

2) 個人番号検索画面で家族情報を登録したい社員の社員番号等を入力し、[ 検索 ]ボタンを押下します。

3) 検索した社員の情報がユーザ情報に表示されますので、[ 編集 ]ボタンを押下します。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管

理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.1. 2.6.

本人・家族情報

連携状況

の管理

2.7.

個人番号の

申請管理
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4) 個人番号登録_本人画面に遷移しますので、[ 家族追加 ]ボタンを押下します。

5) 個人番号登録_家族画面に遷移します。家族情報を入力し、[ 更新 ]ボタンを押下して登録します。
この画面の項目の詳細は4.3.3.個人番号登録_家族をご参照ください。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管

理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.1. 2.6.

本人・家族情報

連携状況

の管理

2.7.

個人番号の

申請管理
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2.2.2. 個人番号（家族）の参照、変更、削除

1) 2.2.1. 個人番号（家族）の登録の手順1)、手順2)と同じ手順で、対象の社員の
「個人番号登録_本人」画面まで遷移し、参照したい家族の[ 編集 ]ボタンを押下します。

2) 個人番号登録_家族画面に遷移します。
画面初期表示時は、個人番号は「*」で隠されています。参照や更新をする場合は、「利用用途」を選択し、
[ 個人番号表示 ]ボタンを押下すると表示されます。

個人番号表示ボタンについて
個人番号アクセス許可の権限がないユーザの場合、ボタンを押下することは出来ません。
個人番号アクセス許可の権限設定内容の確認や依頼については管理担当者様に
お問い合わせください。

更新の場合 … 家族基本情報の登録内容を編集し、[ 更新 ]ボタンを押下して更新します。
個人番号の変更がある場合は、「利用用途」を選択してから[ 更新 ]ボタンを押下します。
更新が完了すると、個人番号登録_本人画面に戻ります。

削除の場合 … [ 削除 ]ボタンを押下して削除します。
個人番号が登録されている場合は、「利用用途」を選択してから[ 削除 ]ボタンを押下します。
削除が完了すると、個人番号登録_本人画面に戻ります。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管

理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.1. 2.6.

本人・家族情報

連携状況

の管理

2.7.

個人番号の

申請管理
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2.3. 複数人の個人番号の一括登録・変更

取込用のテンプレートを使用することで、複数人の個人番号を一度に登録・更新できます。

1) 外部取込テンプレートファイルのダウンロード
メニューから[ 個人番号管理 ]タブを選択し、[ 外部取込テンプレート一覧 ]をクリックします。

2) 外部取込テンプレート一覧に遷移します。
追加・更新したい情報に応じたテンプレートのファイル名をクリックしてダウンロードします。
本人の個人番号情報と、家族の個人番号情報で使用するテンプレートが異なります。

3) ダウンロードした外部取込テンプレートをExcelで開きます。
テンプレートファイル中に注意事項等記載がありますので、ご確認の上、取込用のデータを作成します。
下記は個人番号情報_更新追加(本人) テンプレートの内容のイメージです。

個人番号情報取込用テンプレート

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管理

個人番号

の外部取込

み

個人番号の

ファイル出力

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.1. 2.6.

本人・家族情報

連携状況

の管理

2.7.

個人番号の

申請管理
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4) 作成した取込用ファイルを外部取込する為には、その取込用ファイルの設定が必要です。
メニューから[ 個人番号管理 ]タブを選択し、[ 取込ファイル設定 ]をクリックします。

5) 作成した取込用ファイルに合わせて、設定情報を登録し、[ 更新 ]ボタンを押下します。

Excelファイルのパスワードについて・・・

下記のExcelファイルにつきまして、設定情報画面でパスワード解除(パスワードの設定:有)の設定を

行っていても、当システムにて自動パスワード解除が行えませんので、ご注意ください。

・Excel2013でファイル保存時に、「パスワード設定あり」かつ、「Excel2003形式」で保存し作成したファイル。

・Excel2003で作成した「パスワード設定あり」のファイルを、Excel2013で開いた後、保存し作成したファイル。

6) 作成した取込用ファイルを外部取込します。
メニューから[ 個人番号管理 ]タブを選択し、[ ファイル取込指示 ]をクリックします。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管理

個人番号

の外部取込

み

個人番号の

ファイル出力

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.1. 2.6.

本人・家族情報

連携状況

の管理

2.7.

個人番号の

申請管理
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7) [ 参照 ]ボタンを押下して対象ファイルを指定し、利用用途を選択します。
取込したいファイルに応じて、既に登録した定義を選択（定義IDのチェックボックスにチェック）し、[ 取込 ]ボタンを
押下します。

8) 外部取込状況一覧にファイル作成処理の状況が表示されます。
取込状況は自動更新されませんので、[ 再表示 ]ボタンを押下して、最新の情報に更新します。

個人番号情報取込用ファイル

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管理

個人番号

の外部取込

み

個人番号の

ファイル出力

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.1. 2.6.

本人・家族情報

連携状況

の管理

2.7.

個人番号の

申請管理
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9) 外部取込状況一覧のステータスに「正常終了」と表示されることを確認します。

エラーがない場合　… メッセージ欄に完了した旨と、取込件数が表示されます。
エラーリスト欄に取込んだファイルが表示されます。取込んだファイルのリンクをクリック
すると、ファイルのダウンロードができます。

エラーがある場合　… メッセージ欄にエラーがあった旨と、正常に取込が完了した件数が表示されます。
エラー例）

エラーリスト欄には取込んだファイル、エラーファイル、エラーリストが表示されます。
エラーファイル、エラーリストのファイル名をクリックするとダウンロードできます。
エラーを修正し再度取込を行ってください。

エラーファイル … エラーのため取り込めなかったデータのみが書き込まれたファイルです。
エラーリスト … エラーメッセージが書き込まれたファイルです。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管理

個人番号

の外部取込

み

個人番号の

ファイル出力

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.1. 2.6.

本人・家族情報

連携状況

の管理

2.7.

個人番号の

申請管理
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2.4. 個人番号のファイル出力

1) メニューから[ 個人番号管理 ]タブを選択し、[ ファイル作成指示 ]をクリックします。

2) ファイル作成指示画面に遷移します。
標準提供パターン表示チェックボックスにチェックをつけると標準提供パターン一覧が表示されます。

標準提供パターンとは
利用頻度が高いと思われる項目を弊社が予め設定した出力定義です。画面の標準提供パターン表示の
チェックボックスの状態により、お客様が作成した出力定義と標準提供パターンの表示が切り替わります。
本マニュアルでは標準提供パターンに設定されている定義を使用しての手順を説明します。
お客様での出力定義作成方法は「詳細操作マニュアル」（7.外部出力）をご参照ください。

利用用途を選択し、作成する定義のチェックボックスにチェックをつけて[ 作成 ]ボタンを押下します。

3) 確認ダイアログが表示されるので、[ はい ]を押下します。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管理

個人番号の

外部取込み

個人番号

のファイル出

力

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.1. 2.6.

本人・家族情報

連携状況

の管理

2.7.

個人番号の

申請管理
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出力ファイルのパスワードについて
出力ファイル設定登録画面でパスワード設定が「有」で設定されているファイルを出力した場合、
ファイルの作成処理が完了した時点で、作業中のユーザに「パスワードのお知らせメール」が届きます。
出力されたファイルはパスワードで保護されていますので、「パスワードのお知らせメール」に記載された
パスワードで解除してご利用ください。
※「パスワードお知らせメール」のイメージ

4) ダウンロードファイル一覧にファイル作成処理の状況が表示されます。
処理状況は自動更新されませんので、[ 再読込 ]ボタンを押下して、最新の情報に更新します。

5) 処理状況一覧のステータスに「正常終了」と表示されることを確認します。
ファイル名のリンクをクリックして出力結果をダウンロードします。

管理担当者へのダウンロード通知
ファイルをダウンロードすると、ダウンロードを実施した旨が管理者メールアドレス宛に通知されます。

外部出力ファイル

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管理

個人番号の

外部取込み

個人番号

のファイル出

力

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.1. 2.6.

本人・家族情報

連携状況

の管理

2.7.

個人番号の

申請管理
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2.5. 給与計算サービス情報との差分チェック

本サービスで管理登録された個人番号は給与計算サービスで利用されます。
本機能は、給与計算サービスで処理する本人・家族情報との整合性をチェックし、利用されない対象者を確認します。

1) メニューから[ 個人番号管理 ]タブを選択し、[ チェック指示 ]をクリックします。

2) チェック指示画面に遷移します。
対象ファイル（※）、チェック対象、取込ファイル形式等、必須項目を選択してください。
※対象ファイルは給与計算サービスシステムより作成（作成方法は、給与計算サービスシステムのマニュアルを参照）
[ 作成 ]ボタンを押下するとチェックが行われ、差分データダウンロード画面に遷移します。

作成された差分データファイルのパスワードについて
チェック指示画面にて出力ファイルパスワード有無を「パスワードあり」に指定した場合、作成された
出力ファイルのパスワードは、作業中のユーザに設定されているメールアドレス宛に届く「パスワードの
お知らせメール」に記載されます。

3) 差分データダウンロードにファイル作成処理の状況が表示されます。
作成状況は自動更新されませんので、[ 再読込 ]ボタンを押下して、最新の情報に更新します。

チェック用

データ

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

給与計算

サービス情報

との差分

チェック

2.1. 2.6.

本人・家族情報

連携状況

の管理

2.7.

個人番号の

申請管理
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4) ステータスが「正常終了」になれば、処理が完了となります。
ダウンロードのリンクからチェック結果ファイルをダウンロードします。

5) 個人番号登録状況チェックリストの内容を確認し、結果の反映を行います。
登録状況チェックリストの内容、対応方法については詳細マニュアル8.差分データチェックをご参照ください。

登録状況

リスト

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

給与計算

サービス情報

との差分

チェック

2.1. 2.6.

本人・家族情報

連携状況

の管理

2.7.

個人番号の

申請管理
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2.6. 本人・家族情報連携状況の管理

1) メニューから[ 個人番号管理 ]タブを選択し、[ 本人・家族情報連携管理 ]をクリックします。

2) 本人・家族情報連携管理画面に遷移します。
給与計算サービスから自動連携された社員情報の連携状況が表示されます。
ステータスが「正常終了」の場合、連携処理が完了となります。
ダウンロードのリンクからチェック結果ファイルをダウンロードします。
※ファイルは40日経過後に削除されます。

エラーが発生している場合は、エラー内容を確認し、給与計算サービスまたは
本システムの登録内容をご確認ください。
なお、連携時にエラーが発生した場合は本システムに登録されている管理者アドレス宛に
エラー通知メールが自動送信されます。

連携結果

ファイル

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

本人・家族

情報

連携状況

の管理

2.1. 2.6.

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.7.

個人番号の

申請管理

27/91



2.7. 個人番号の申請管理

2.7.1. 個人番号の申請状況を確認

1) メニューから[ 個人番号管理 ]タブを選択し、[ 申請管理一覧 ]をクリックします。

2) 申請管理一覧に遷移します。
申請状況が「最終承認待ち」の申請が、申請状況一覧に表示されます。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

個人番号

の申請管理

2.1. 2.6.

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.7.

本人・家族情報

連携状況

の管理
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3) 申請管理一覧画面にて、申請を確認、更新したい社員の社員番号等を入力し、[ 検索 ]ボタンを押下します。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

個人番号

の申請管理

2.1. 2.6.

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.7.

本人・家族情報

連携状況

の管理
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4) 検索した社員の情報が申請状況一覧に表示されますので、[ 確認 ]ボタンを押下します。

依頼/督促 … 申請者（従業員）に依頼メール、または督促メールを送る場合、
[ 依頼/督促 ]ボタンを押下します。
送信対象は申請者のみです。
送信する際、サブメールアドレスの設定があればサブメールアドレス、
入社後でサブメールアドレスの設定が無い場合は明細配信用メールアドレス、
入社前でサブメールアドレスの設定が無い場合は個人メールアドレスにメールを送信します。

依頼 … 申請状況一覧に表示されている申請情報の依頼日、申請期限日を一括変更する場合、
/期限日変更 [ 依頼/期限日変更 ]ボタンを押下します。
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5) 申請管理詳細画面に遷移します。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

個人番号

の申請管理

2.1. 2.6.

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.7.

本人・家族情報

連携状況

の管理
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画面初期表示時は、個人番号は「*」で隠されており、本人確認画像は非表示となっています。
参照をする場合は、「利用用途」を選択し、[ 個人番号・画像表示 ]ボタンを押下すると表示されます。

個人番号表示ボタンについて
個人番号アクセス許可の権限がないユーザの場合、ボタンを押下することは出来ません。
個人番号アクセス許可の権限設定内容の確認や依頼については管理担当者様に
お問い合わせください。

画像の保存期間について
「最終承認」「却下」「対象外」のいずれかを実施した申請の添付ファイルの保存期間は40日です。
40日を経過すると添付ファイルデータが削除され、確認ができなくなります。

差戻の場合 … [ 差戻実行 ]ボタンを押下して差戻します。
メールの内容は編集可能です。
差戻を行うと、申請者は再度申請が必要となります。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

個人番号

の申請管理

2.1. 2.6.

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.7.

本人・家族情報

連携状況

の管理
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却下の場合 … [ 却下実行 ]ボタンを押下して却下します。
メールの内容は編集可能です。
却下を行うと、申請者は再度申請する必要がありません。

最終承認の場合 … [ 最終承認実行 ]ボタンを押下して最終承認します。
メールの内容は編集可能です。
最終承認処理にて、申請者の入力した個人番号が個人番号登録画面の「個人番号」に
会社情報管理画面で設定した「提出申告書名の初期値（従業員申請）」が
個人番号登録画面の「提出申告書名」に登録されます。

更新の場合 … 「依頼日」、「申請期限日」を変更する場合に使用します。
「依頼日」、「申請期限日」を変更してから[ 更新 ]ボタンを押下します。
更新が完了すると、申請管理詳細画面に戻ります。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

個人番号

の申請管理

2.1. 2.6.

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.7.

本人・家族情報

連携状況

の管理
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申請者の申請状況が「未申請」の場合、督促メールを送信することができます。

督促の場合 … [ 督促 ]ボタンを押下して督促メールを送信します。
メールの内容は編集可能です。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

個人番号

の申請管理

2.1. 2.6.

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.7.

本人・家族情報

連携状況

の管理
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申請状況が「未申請」「一時保存」「引戻」のいずれかに該当し、かつ、提出状況が「対象外」ではない場合、
提出状況を「対象外」に設定することができます。

対象外の場合 … [ 対象外 ]ボタンを押下して、提出状況を対象外に変更します。

対象外ボタンについて
提出状況が「対象外」の場合、[ 対象外 ]ボタンが[ 対象外解除 ]ボタンに切り替わります。
[ 対象外解除 ]ボタンを押下して、提出状況を「未提出」に変更することができます。

2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

個人番号

(本人)の管理

個人番号

(家族)の管理

個人番号の

外部取込み

個人番号の

ファイル出力

個人番号

の申請管理

2.1. 2.6.

給与計算

サービス情報との

差分チェック

2.7.

本人・家族情報

連携状況

の管理
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3. 法定帳票作成

3.1. 法定帳票情報を準備する

 お客様にて法定帳票用(※)のデータをご用意いただき、本サービスへアップロードすることで
 個人番号が印字された帳票や電子申請用データを出力できます。

  ※:給与所得の源泉徴収票（左が本人交付用、右が税務署提出用）
　退職所得の源泉徴収票（左が本人交付用、右が税務署提出用）
　給与支払報告書
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届／厚生年金保険70歳以上被用者該当届
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届／厚生年金保険70歳以上被用者不該当届
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額算定基礎届／厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額変更届／厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届／厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届
　雇用保険　被保険者資格取得届
　雇用保険　被保険者資格喪失届
　雇用保険　個人番号登録・変更届書
　私学共済　資格取得報告書
　地方税　給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書

 「4.2. 法定帳票データファイルレイアウト」をご参照いただき、他システム等で管理しているデータをもとに、
 各種ファイルを作成してください。

3.2. 法定帳票を作成する

1) メニューから[ 法定帳票作成 ]タブを選択し、[ 帳票データアップロード ]をクリックします。

2) 帳票データアップロード画面に遷移します。
帳票グループ、帳票名、バージョン、取込ファイルのパス等、必須項目を選択してください。
[ 帳票/データ作成 ]ボタンを押下するとアップロードが行われ、帳票データダウンロード画面に遷移します。

3.2. 3.3.

法定帳票情報を

準備する
法定帳票電子データ

を作成する

3.1.

法定帳票を

作成する

法定帳票を

作成する

法定帳票

データ

3.4.

法定帳票電子データを

連携する
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作成された帳票ファイルのパスワードについて
帳票データアップロード画面にて帳票ファイルパスワード有無を「パスワードあり」に指定した場合、
作成された帳票ファイルのパスワードは、作業中のユーザに設定されているメールアドレス宛に届く
「パスワードのお知らせメール」に記載されます。

個人事業主の個人番号出力について
個人事業主は「ZZZZZZZZZZZ0~9」の範囲で社員番号を登録する必要があります。
帳票テンプレートの「個人番号又は法人番号」欄に社員番号を記入し、「帳票データアップロード」
にて帳票作成を行います。

作成された帳票の「個人番号又は法人番号」欄には社員番号の代わりに個人番号が出力されます。
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3) 帳票データダウンロードにファイル作成処理の状況が表示されます。
作成状況は自動更新されませんので、[ 再表示 ]ボタンを押下して、最新の情報に更新します。

4) ステータスが「正常終了」になれば、処理が完了となります。
帳票名称のリンクからファイルをダウンロードします。

管理担当者へのダウンロード通知
ファイルがダウンロードされると、管理担当者様のメールアドレス宛にメールでお届けします。

3.2. 3.3.

法定帳票電子データ

を作成する

3.1.

法定帳票を

作成する
法定帳票情報を

準備する

源泉徴収票

3.4.

法定帳票電子データを

連携する
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3.3. 法定帳票電子データを作成する

 個人番号情報が必要な電子データ(※)をご用意いただき、本サービスへアップロードすることで管理している個人番号を
 書き込んだ電子データファイルを作成することができます。

　※:年末調整 給与所得の源泉徴収票（光ディスク/電子申告用）
　年末調整　給与支払報告書（光ディスク用）
　年末調整　給与支払報告書（電子申告用）
　社会保険　健康保険被保険者資格取得届　※旧書式のため原則使用不可
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届／厚生年金保険70歳以上被用者該当届
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届／厚生年金保険70歳以上被用者不該当届
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額算定基礎届／厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額変更届／厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届／厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得・喪失届／厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届
　社会保険　健康保険　被扶養者（異動）届／国民年金第３号被保険者関係届
　社会保険　健康保険　国民年金第３号被保険者関係届
　雇用保険　被保険者資格取得届
　雇用保険　被保険者資格喪失/氏名変更届
　雇用保険　個人番号登録変更届出書
　地方税　給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

1) ファイルに個人番号を埋め込む為には、そのアップロードファイルの設定が必要です。
メニューから[ 法定帳票・データ作成 ]タブを選択し、[ ファイル設定 ]をクリックします。

2) アップロードファイルに合わせて、設定情報を登録し、[ 更新 ]ボタンを押下します。
設定情報については詳細マニュアル9.4.ファイル設定（電子データ作成）をご参照ください。

法定帳票電子デー

タを作成する

3.2. 3.3.

法定帳票を

作成する

3.1.

法定帳票情報を

準備する

3.4.

法定帳票電子データを

連携する
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Excelファイルのパスワードについて・・・

下記のExcelファイルにつきまして、ファイル設定情報画面でパスワード解除(入力パスワードの設定:有)の設定を

行っていても、当システムにて自動パスワード解除が行えませんので、ご注意ください。

・Excel2013でファイル保存時に、「パスワード設定あり」かつ、「Excel2003形式」で保存し作成したファイル。

・Excel2003で作成した「パスワード設定あり」のファイルを、Excel2013で開いた後、保存し作成したファイル。

3) ファイルをアップロードします。
メニューから[ 法定帳票・データ作成 ]タブを選択し、[ ファイルアップロード ]をクリックします。

4) [ 参照 ]ボタンを押下して対象ファイルを指定し、利用用途を選択します。
取込したいファイルに応じて、既に登録した定義を選択（定義IDのチェックボックスにチェック）し、[ 取込 ]ボタンを
押下します。

法定帳票電子デー

タを作成する

3.2. 3.3.

法定帳票を

作成する

3.1.

法定帳票情報を

準備する

個人番号埋込アップロードファイル

3.4.

法定帳票電子データを

連携する
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5) ダウンロードファイル一覧にファイル作成処理の状況が表示されます。
状況は自動更新されませんので、[ 再表示 ]ボタンを押下して、最新の情報に更新します。

6) ステータスが「正常終了」になれば、処理が完了となります。
ダウンロードのリンクからファイルをダウンロード(※)します。

※:ダウンロードファイル名は取込ファイル名と同じです。
　　　ただし、「社会保険　健康保険被保険者資格取得届　※旧書式のため原則使用不可」の
　　　ダウンロードファイル名はKPFD0006.csvとなります。

作成されたダウンロードファイルのパスワードについて
ファイルアップロード画面にて出力ファイルパスワード有無を「パスワードあり」に指定した場合、
作成されたダウンロードファイルのパスワードは、作業中のユーザに設定されているメールアドレス宛に届く
「パスワードのお知らせメール」に記載されます。

法定帳票電子デー

タを作成する

3.2. 3.3.

法定帳票を

作成する

3.1.

法定帳票情報を

準備する

3.4.

法定帳票電子データを

連携する
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3.4. 法定帳票電子データを連携する

作成した法定帳票電子データを PROSRV on Cloud の電子申請へ連携します。

※電子申請連携可となる届書
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届／厚生年金保険70歳以上被用者該当届
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届／厚生年金保険70歳以上被用者不該当届
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額算定基礎届／厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額変更届／厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届／厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届
　社会保険　健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得・喪失届／厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届
　社会保険　健康保険被扶養者（異動）届／国民年金第３号被保険者関係届
　社会保険　国民年金第３号被保険者関係届
　雇用保険　被保険者資格取得届
　雇用保険　被保険者資格喪失／氏名変更届
　雇用保険　個人番号登録変更届出書

1) 電子申請を「許可」する
作成した法定帳票電子データをダウンロードし、それを日本年金機構提供のプログラムでデータチェックします。
データチェックで問題がないことが確認できたら、「許可」ボタンを押下します。
※「許可」の有効期間は当日限りです。PROSRV on Cloud で速やかに電子申請を実施してください。

許可状態について

許可状態（電子申請列の左側）の状態遷移は以下の通りです。

・「許可済」となっている場合、電子申請ができます。
　誤って「許可済」とした場合、「取消」ボタンを押下してください。

・「未許可」となっている場合、電子申請ができません。

許可済 ➤ 電子申請完了 ➤➤ 「許可」ボタン押下 ➤ PoC連携済未許可

3.2. 3.3.

法定帳票を

作成する

3.1.

法定帳票情報を

準備する

法定帳票電子デー

タを連携する

3.4.

法定帳票電子データを

作成する
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4. 付録

4.1. 外部取込ファイルレイアウト
桁

数
:

項
目

の
最

大
入

力
可

能
桁

数
必

須
:

●
は

必
須

項
目

　
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L
M

N
O

P
Q

R
S

T
U

V
W

お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

生 年 月 日

カ ナ 氏 名 ・ 姓

カ ナ 氏 名 ・ 名

漢 字 氏 名 ・ 姓

漢 字 氏 名 ・ 名

個 人 番 号

任 意 項 目 １

任 意 項 目 ２

任 意 項 目 ３

任 意 項 目 ４

任 意 項 目 ５

任 意 項 目 ６

任 意 項 目 ７

任 意 項 目 ８

任 意 項 目 ９

任 意 項 目 １ ０

自 動 削 除 年 月 日

提 出 申 告 書 名

提 出 年 月

備 考

4
3

12
8

15
15

6
6

12
50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
8

50
6

50
●

●
●

半
半

半
半

半
半

全
全

半
全

半
全

半
全

半
全

半
全

半
全

半
全

半
全

半
全

半
全

半
半

全
半

半
全

半

*4
*3

*1
*2

*5
*6

*7

*1
生

年
月

日
は

、
8桁

で
入

力
。
(例

:
20

03
年

1月
1日

 ⇒
 2

00
30

10
1)

*2
自

動
削

除
年

月
日

は
、

8桁
で

入
力

。
(例

:
20

17
年

1月
1日

 ⇒
 2

01
70

10
1)

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

管
理

シ
ス

テ
ム

の
会

社
設

定
で

自
動

削
除

機
能

が
有

効
の

場
合

、
登

録
さ

れ
た

日
付

に
自

動
で

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

管
理

シ
ス

テ
ム

よ
り情

報
(家

族
情

報
含

む
)が

削
除

さ
れ

ま
す

。
(自

動
削

除
機

能
の

設
定

は
お

客
様

管
理

者
に

よ
り、

有
効

/無
効

の
設

定
が

可
能

で
す

)
*3

給
与

計
算

シ
ス

テ
ム

に
登

録
さ
れ

て
い

る
本

人
情

報
との

紐
付

け
に

利
用

。
*4

お
客

様
番

号
が

3桁
の

お
客

様
の

場
合

、
頭

に
ゼ

ロ
を

付
け

て
登

録
し

て
くだ

さ
い

。
(例

:
A

01
 ⇒

 0
A
01

)
*5

未
入

力
の

場
合

、
会

社
情

報
管

理
画

面
で

設
定

し
た

「提
出

申
告

書
名

の
初

期
値

」は
登

録
さ
れ

ま
せ

ん
。

*6
申

告
書

を
提

出
し

た
年

月
を

入
力

。
(例

:
20

17
年

10
月

 ⇒
 2

01
71

0)
(未

入
力

の
場

合
、
個

人
番

号
を

登
録

し
た

登
録

日
時

点
の

年
月

は
登

録
さ
れ

ま
せ

ん
。

)
*7

従
業

員
が

個
人

番
号

を
提

出
さ

れ
な

い
場

合
の

経
緯

等
の

記
録

個 人 番 号 情 報 ・ 本 人

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名 桁
数

外
部

取
込

フ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

個
人

番
号

情
報

_本
人

）

必
須

全
半

角

備
考
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
　

A
B

C
D

E
F

G
H

I
J

K
L

M
N

O
P

Q
R

S
T

U
V

W
X

Y
お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

配 偶 者 区 分

生 年 月 日

カ ナ 氏 名 ・ 姓

カ ナ 氏 名 ・ 名

漢 字 氏 名 ・ 姓

漢 字 氏 名 ・ 名

個 人 番 号

任 意 項 目 １

任 意 項 目 ２

任 意 項 目 ３

任 意 項 目 ４

任 意 項 目 ５

任 意 項 目 ６

任 意 項 目 ７

任 意 項 目 ８

任 意 項 目 ９

任 意 項 目 １ ０

自 動 削 除 年 月 日

非 居 住 区 分

提 出 申 告 書 名

提 出 年 月

備 考

4
3

1
2

1
8

1
5

1
5

6
6

1
2

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

8
1

5
0

6
5
0

必
須

●
●

●
●

●
○

○
○

○

全
半

角
半

半
半

半
半

半
半

全
全

半
全

半
全

半
全

半
全

半
全

半
全

半
全

半
全

半
全

半
全

半
半

半
全

半
半

全
半

備
考

*
6

*
5

*
1

*
2

*
3

*
3

*
3

*
3

*
4

*
4

*
７

*
８

*
9

*
5

*
5

*
5

*
5

*
5

*
1

配
偶

者
区

分
は

「0
:

そ
の

他
扶

養
者

」ま
た

は
、
「1

:
配

偶
者

」を
入

力
。

*
2

生
年

月
日

は
、
8
桁

で
入

力
。
(例

:
2
0
0
3
年

1
月

1
日

 ⇒
 2

0
0
3
0
1
0
1
)

*
3

カ
ナ

氏
名

・姓
、

カ
ナ

氏
名

・名
、
漢

字
氏

名
・姓

、
漢

字
氏

名
・名

の
う

ち
、

い
ず

れ
か

１
つ

は
必

須
入

力
。

*
4

自
動

削
除

年
月

日
は

、
8
桁

で
入

力
。
(例

:
2
0
1
7
年

1
月

1
日

 ⇒
 2

0
1
7
0
1
0
1
)

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

管
理

シ
ス

テ
ム

の
会

社
設

定
で

自
動

削
除

機
能

が
有

効
の

場
合

、
登

録
さ
れ

た
日

付
に

自
動

で
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
管

理
シ

ス
テ

ム
よ

り
情

報
が

削
除

さ
れ

ま
す

。
(自

動
削

除
機

能
の

設
定

は
お

客
様

管
理

者
に

よ
り
、
有

効
/無

効
の

設
定

が
可

能
で

す
)

*
5

給
与

計
算

シ
ス

テ
ム

に
登

録
さ
れ

て
い

る
家

族
情

報
と
の

紐
付

け
に

利
用

。
*
6

お
客

様
番

号
が

3
桁

の
お

客
様

の
場

合
、
頭

に
ゼ

ロ
を

付
け

て
登

録
し

て
くだ

さ
い

。
(例

:
A

0
1
 ⇒

 0
A
0
1
)

*
7

未
入

力
の

場
合

、
会

社
情

報
管

理
画

面
で

設
定

し
た

「提
出

申
告

書
名

の
初

期
値

」は
登

録
さ

れ
ま

せ
ん

。
*
8

申
告

書
を

提
出

し
た

年
月

を
入

力
。
(例

:
2
0
1
7
年

1
0
月

 ⇒
 2

0
1
7
1
0
)

(未
入

力
の

場
合

、
個

人
番

号
を

登
録

し
た

登
録

日
時

点
の

年
月

は
登

録
さ
れ

ま
せ

ん
。
)

*
9

従
業

員
が

個
人

番
号

を
提

出
さ
れ

な
い

場
合

の
経

緯
等

の
記

録

個 人 番 号 情 報 ・ 家 族

E
xc

e
lｾ

ﾙ
項 目 名 桁
数

外
部

取
込

フ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

個
人

番
号

情
報

_
家

族
）
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
　

A
B

C
D

E
F

G
H

I
J

お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

配 偶 者 区 分

生 年 月 日

カ ナ 氏 名 ・ 姓

カ ナ 氏 名 ・ 名

漢 字 氏 名 ・ 姓

漢 字 氏 名 ・ 名

削 除

4
3

1
2

1
8

1
5

1
5

6
6

2
必

須
●

●
●

●
△

●

全
半

角
半

半
半

半
半

半
半

全
全

全

備
考

*
5

*
1

*
2

*
4

*
3

*
1

配
偶

者
区

分
は

「0
:

そ
の

他
」、

「1
:

配
偶

者
」、

「2
:

本
人

」を
入

力
。

*
2

生
年

月
日

は
、
8
桁

で
入

力
。
(例

:
2
0
0
3
年

1
月

1
日

 ⇒
 2

0
0
3
0
1
0
1
)

*
3

配
偶

者
区

分
が

、
「0

:
そ

の
他

」、
「1

:
配

偶
者

」の
場

合
、
必

須
。

*
4

削
除

時
は

、
「削

除
」と

登
録

。
*
5

お
客

様
番

号
が

3
桁

の
お

客
様

の
場

合
、
頭

に
ゼ

ロ
を

付
け

て
登

録
し

て
くだ

さ
い

。
(例

:
A
0
1
 ⇒

 0
A
0
1
)

個 人 番 号 情 報 ・ 削 除

E
xc

el
ｾﾙ

項 目 名 桁
数

外
部

取
込

フ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

個
人

番
号

情
報

_
削

除
）
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
　

A
B

C
D

E
お 客 様 番 号

会 社 番 号

変 更 前 社 員 番 号

変 更 後 社 員 番 号

変 更 前 社 員 番 号 の 削 除
4

3
1
2

1
2

2
●

●
●

●

半
半

半
半

全

*
4

*
3

*
1

*
2

*
1

変
更

前
社

員
番

号
で

指
定

し
た

、
本

人
情

報
、
家

族
情

報
を

登
録

し
た

社
員

番
号

へ
複

製
し

ま
す

。
*
2

現
在

、
利

用
し

て
い

る
本

人
情

報
の

社
員

番
号

を
登

録
し

ま
す

。
*
3

変
更

前
の

社
員

番
号

を
削

除
す

る
場

合
、
「削

除
」を

登
録

し
て

くだ
さ
い

。
入

力
し

な
い

場
合

は
、

変
更

前
の

社
員

番
号

（
社

員
番

号
に

紐
づ

く本
人

情
報

及
び

家
族

情
報

）
は

削
除

さ
れ

ま
せ

ん
。

*
4

お
客

様
番

号
が

3
桁

の
お

客
様

の
場

合
、
頭

に
ゼ

ロ
を

付
け

て
登

録
し

て
くだ

さ
い

。
(例

:
A
0
1
 ⇒

 0
A
0
1
)

個 人 番 号 情 報 ・ 本 人

E
x
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名 桁
数

必
須

全
半

角

備
考

外
部

取
込

フ
ァ
イ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

社
員

番
号

変
更

（
本

人
・家

族
）

）
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
　

A
B

C
D

E
F

G
H

I
J

K
L

M
お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

変 更 前 生 年 月 日

変 更 後 生 年 月 日

変 更 前 カ ナ 氏 名 ・ 姓

変 更 前 カ ナ 氏 名 ・ 名

変 更 後 カ ナ 氏 名 ・ 姓

変 更 後 カ ナ 氏 名 ・ 名

変 更 前 漢 字 氏 名 ・ 姓

変 更 前 漢 字 氏 名 ・ 名

変 更 後 漢 字 氏 名 ・ 姓

変 更 後 漢 字 氏 名 ・ 名

4
3

12
8

8
15

15
15

15
6

6
6

6
必

須
●

●
●

●
●

○
○

○
○

○
○

全
半

角
半

半
半

半
半

半
半

半
半

全
全

全
全

備
考

*
4

*
3

*
1

*1
*
2

*
2

*
2

*
2

*
2

*
2

*
2

*
2

*
3

*
3

*
3

*
3

*
3

*
3

*
3

*
3

*
3

*
3

*1
生

年
月

日
は

、
8桁

で
入

力
。
(例

:
20

03
年

1月
1日

 ⇒
 2

00
30

10
1)

*2
カ

ナ
氏

名
・姓

、
カ

ナ
氏

名
・名

、
漢

字
氏

名
・姓

、
漢

字
氏

名
・名

の
う
ち

、
い

ず
れ

か
１

つ
は

必
須

入
力

。
*3

給
与

計
算

シ
ス

テ
ム

に
登

録
さ
れ

て
い

る
家

族
情

報
との

紐
付

け
に

利
用

。
*4

お
客

様
番

号
が

3桁
の

お
客

様
の

場
合

、
頭

に
ゼ

ロ
を

付
け

て
登

録
し

て
くだ

さ
い

。
(例

:
A
01

 ⇒
 0

A
01

)

個 人 番 号 情 報 ・ 家 族

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名 桁
数

外
部

取
込

フ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

家
族

キ
ー

変
更

（
家

族
）

）
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4.2. 法定帳票データファイルレイアウト
桁

数
:

項
目

の
最

大
入

力
可

能
桁

数
必

須
:

●
は

必
須

項
目

A
B

C
D

E
F

G
H

I
J

K
L

M
N

O
P

Q
R

S
T

U
V

W
X

Y
Z

A
A

A
B

A
C

A
D

A
E

A
F

A
G

住 所 又 は 居 所

氏 名
役 職 名

有
従 有

老 人 控 除 対 象 配 偶 者

特 定 （ 主 ）

特 定 （ 従 ）

老 人 （ 主 ）

老 人 （ 上 記 の 内 訳 ）

老 人 （ 従 ）

そ の 他 （ 主 ）

そ の 他 （ 従 ）

特 親 （ 主 ）

特 親 （ 従 ）

特 別 障 害 者

上 記 の 内 訳

そ の 他

4
3

12
2

12
0

60
30

20
10

10
10

10
1

1
1

10
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
10

10
10

10
10

●
●

●
●

半
半

半
半

全
半

全
全

全
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

備
考

*1
1

*1
2

*6
*1

3
*1

3
*1

3
*1

3
*2

*2
*2

*1
3

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
3

*1
3

*1
3

*1
3

*1
3

A
H

A
I

A
J

A
K

A
L

A
M

A
N

A
O

A
P

A
Q

A
R

A
S

A
T

A
U

A
V

A
W

A
X

A
Y

A
Z

BB
BB

BC
BD

BE
BF

BG
BH

BI
BJ

BK
BL

BM
未 成 年 者

勤 労 学 生

死 亡 退 職

元 号
年

月
日

特 別 障 害 者

そ の 他 の 障 害 者

就 職
退 職

年
月

日
元 号

年
月

日

10
10

10
10

10
10

2
2

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

2
1

10
5

半
半

半
半

半
半

全
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
全

半
半

半
半

半
全

備
考

*1
3

*1
3

*1
3

*1
3

*1
3

*1
3

*1
5

*1
*3

*4
*2

*2
*2

*2
*2

*2
*2

*2
*2

*2
*2

*2
*1

*3
*4

*1
5

*1
*3

*4
*1

3

住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 可 能 額

住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 区 分 ( １ 回 目 )

住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 適 用 数

桁
数

必
須

災 害 者

外 国 人

旧 ⾧ 期 損 害 保 険 料 の 金 額

住
宅

借
入

金
等

特
別

控
除

等
適

用
家

屋
居

住
年

月
日

（
１

回
目

）

給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名

旧 個 人 年 金 保 険 料 の 金 額

配 偶 者 の 合 計 所 得

配 偶 者 ( 特 別 ) 控 除 の 額

障
害

者
の

数
特 定 親 族 特 別 控 除 の 額

支 払 金 額

給 与 所 得 控 除 後 の 給 与 等 の 金 額

所 得 控 除 の 額 の 合 計

源 泉 徴 収 税 額

中
途

就
・退

職

全
半

角

桁
数

【(
源

泉
)控

除
対

象
配

偶
者

の
有

無
等

】

乙 欄 適 用

ひ と り 親

所 得 金 額 調 整 控 除 額

基 礎 控 除 の 額

受
給

者
の

生
年

月
日

本
人

が
寡 婦

法
定

帳
票

デ
ー

タ
ファ

イ
ル

レ
イ

ア
ウ

ト
表

（
給

与
所

得
の

源
泉

徴
収

票
1／

4）

給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名

お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

年 分
受

給
者

種 別
地 震 保 険 料 の 控 除 額

住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 等 の 額

必
須

全
半

角

社 会 保 険 料 等 の 金 額

生 命 保 険 料 の 控 除 額

控
除

対
象

扶
養

親
族

等
の

数
上 記 の 内 訳
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
BN

BO
BP

BQ
BR

BS
BT

BU
BV

BW
BX

BY
BZ

CA
CB

CC
CD

CE
CF

CG
CH

CI
CJ

CK
CL

CM
CN

CO
CP

CQ
CR

元 号
年

月
日

住 所 （ 居 所 ） 又 は 所 在 地

氏 名 又 は 名 称

（ 電 話 ）

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

8
２

2
2

2
5

8
10

2
10

8
10

8
10

8
10

8
10

10
10

10
2

10
2

13
12

0
60

18
10

13
30

24
2

30
24

2

全
半

角
半

全
半

半
半

全
半

全
半

全
半

全
半

全
半

全
半

半
半

半
半

半
半

半
半

全
半

全
半

半
半

半
半

全
半

半
全

半

備
考

*1
3

*1
5

*1
*3

*4
*1

3
*5

*5
*5

*5
*5

*1
3

*1
3

*1
3

*1
3

*1
4

*1
3

*6
*7

*8
*6

*7
*1

6

CS
CT

CU
CV

CW
CX

CY
CZ

D
A

D
B

D
C

D
D

D
E

D
F

D
G

D
H

D
I

D
J

D
K

D
L

D
M

D
N

D
O

D
P

D
Q

D
R

D
S

D
T

D
U

D
V

D
W

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

30
24

2
30

24
2

30
24

2
30

24
2

30
24

2
30

24
2

30
24

2
30

8
8

8
8

8
8

8
8

8

全
半

角
半

全
半

半
全

半
半

全
半

半
全

半
半

全
半

半
全

半
半

全
半

全
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半

備
考

*6
*7

*1
6

*6
*7

*1
6

*6
*7

*1
6

*6
*7

*8
*6

*7
*8

*6
*7

*8
*6

*7
*8

*9
*1

0
*1

0
*1

0
*1

0
*1

0
*1

0
*1

0
*1

0
*1

0

摘 要 3

１ ６ 歳 未 満 扶 養 親 族 の 数

国 民 年 金 保 険 料 等 の 金 額

【 1 6 歳 未 満 の 扶 養 親 族 3 】 　 生 年 月 日

【 1 6 歳 未 満 の 扶 養 親 族 2 】 　 生 年 月 日

【 1 6 歳 未 満 の 扶 養 親 族 4 】 　 生 年 月 日

16
歳

未
満

の
扶

養
親

族
4

介 護 医 療 保 険 料 の 金 額

扶
養

親
族

等
1

住 宅 借 入 金 等 の 額 （ ２ 回 目 ）

摘 要 1

摘 要 2

法
定

帳
票

デ
ー

タ
ファ

イ
ル

レ
イ

ア
ウ

ト
表

（
給

与
所

得
の

源
泉

徴
収

票
2／

4）

給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名 必
須

新 個 人 年 金 保 険 料 の 金 額

住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 区 分 （ ２ 回 目 ）

摘 要 4

摘 要 5

新 生 命 保 険 料 の 金 額

旧 生 命 保 険 料 の 金 額

桁
数

非 居 住 者 で あ る 親 族 の 数

住 宅 借 入 金 等 の 額 （ １ 回 目 ）

提 出 義 務 者 の 個 人 番 号 又 は 法 人 番 号

署 番 号

整 理 番 号

住
宅

借
入

金
等

特
別

控
除

等
適

用
家

屋
居

住
年

月
日

（
２

回
目

）

支
払

者
（

源
泉

・特
別

）
控

除
対

象
配

偶
者

【 扶 養 親 族 等 1 】 　 生 年 月 日

【 扶 養 親 族 等 2 】 　 生 年 月 日

【 扶 養 親 族 等 3 】 　 生 年 月 日

【 扶 養 親 族 等 4 】 　 生 年 月 日

【 1 6 歳 未 満 の 扶 養 親 族 1 】 　 生 年 月 日

扶
養

親
族

等
4

16
歳

未
満

の
扶

養
親

族
1

16
歳

未
満

の
扶

養
親

族
2

16
歳

未
満

の
扶

養
親

族
3

受 給 者 ・ 氏 名 カ ナ

桁
数

扶
養

親
族

等
2

扶
養

親
族

等
3

必
須

控 除 対 象 配 偶 者 ・ 生 年 月 日

給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
D

X
D

Y
D

Z
EA

EB
EC

ED
EE

EF
EG

EH
EI

EJ
EK

EL
EM

EN
EO

EP
EQ

ER
ES

ET
EU

EV
EW

EX
EY

EZ
FA

FB
FC

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

全
半

角
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半

備
考

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

FD
FE

FF
FG

FH
FI

FJ
FK

FL
FM

FN
FO

FP
FQ

FR
FS

FT
FU

FV
FW

FX
FY

FZ
G

A
G

B
G

C
G

D
G

E
G

F
G

G
G

H
G

I

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

全
半

角
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半

備
考

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

扶
養

親
族

等
20

扶
養

親
族

等
12

扶
養

親
族

等
8

扶
養

親
族

等
18

扶
養

親
族

等
19

桁
数

扶
養

親
族

等
9

扶
養

親
族

等
10

扶
養

親
族

等
13

扶
養

親
族

等
14

給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名必
須

給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名 必
須

法
定

帳
票

デ
ー

タ
ファ

イ
ル

レ
イ

ア
ウ

ト
表

（
給

与
所

得
の

源
泉

徴
収

票
3／

4）

桁
数

扶
養

親
族

等
15

扶
養

親
族

等
11

扶
養

親
族

等
16

扶
養

親
族

等
17

扶
養

親
族

等
5

（
同

一
生

計
配

偶
者

）
扶

養
親

族
等

6
（

扶
養

親
族

・調
整

控
除

対
象

者
）

扶
養

親
族

等
7
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
G

J
G

K
G

L
G

M
G

N
G

O
G

P
G

Q
G

R
G

S
G

T
G

U
G

V
G

W
G

X
G

Y
G

Z
H

A
H

B
H

C
H

D
H

E
H

F
H

G
H

H
H

I
H

J
H

K
H

L
H

M
H

N
H

O

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

全
半

角
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半

備
考

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

H
P

H
Q

H
R

H
S

H
T

H
U

H
V

H
W

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

30
24

2
8

30
24

2
8

全
半

角
半

全
半

半
半

全
半

半

備
考

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名

扶
養

親
族

等
28

扶
養

親
族

等
29

扶
養

親
族

等
27

法
定

帳
票

デ
ー

タ
ファ

イ
ル

レ
イ

ア
ウ

ト
表

（
給

与
所

得
の

源
泉

徴
収

票
4／

4）

給 与 所 得 の 源 泉 徴 収 票

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名 必
須

扶
養

親
族

等
21

扶
養

親
族

等
22

扶
養

親
族

等
23

扶
養

親
族

等
24

扶
養

親
族

等
25

扶
養

親
族

等
26

桁
数

必
須

扶
養

親
族

等
30

桁
数

*1
年

(Y
Y)

を
入

力
。（

和
暦

）
*1

6
控

除
対

象
扶

養
親

族
が

非
居

住
者

で
あ

る
場

合
、次

の
よ

うに
記

載
し

ま
す

。
*2

該
当

の
場

合
「*

」を
設

定
し

て
くだ

さい
。

　0
1・

・・
非

居
住

（
非

扶
養

親
族

・配
偶

者
・3

0歳
未

満
ま

た
は

70
歳

以
上

の
扶

養
親

族
）

*3
月

(M
M

)を
入

力
。

　0
2・

・・
非

居
住

（
30

歳
以

上
70

歳
未

満
の

留
学

生
）

*4
日

(D
D

)を
入

力
。

　0
3・

・・
非

居
住

（
30

歳
以

上
70

歳
未

満
の

障
害

者
）

*5
扶

養
親

族
等

1～
4、

16
歳

未
満

の
扶

養
親

族
1～

4以
外

の
扶

養
親

族
等

5以
降

の
9名

の
氏

名
を

　0
4・

・・
非

居
住

（
30

歳
以

上
70

歳
未

満
の

38
万

以
上

の
送

金
）

１
～

９
の

項
番

を
付

け
て

入
力

し
て

くだ
さい

。
特

定
親

族
特

別
控

除
を

受
け

た
場

合
、特

定
親

族
各

人
別

の
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
に

応
じ

て
、次

の
よ

うに
記

載
し

ま
す

。
扶

養
親

族
等

5以
降

の
9名

の
個

人
番

号
は

、
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
W

eb
シ

ス
テ

ム
に

て
備

考
に

　1
0・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

63
万

円
、合

計
所

得
金

額
が

58
万

円
超

85
万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
居

住
者

）
１

～
９

の
項

番
を

付
け

て
出

力
。

　1
1・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

63
万

円
、合

計
所

得
金

額
が

58
万

円
超

85
万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
非

居
住

者
）

*6
カ

ナ
氏

名
（

姓
＋

ブ
ラン

ク＋
名

）
　2

0・
・・

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

が
61

万
円

、合
計

所
得

金
額

が
85

万
円

超
90

万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

居
住

者
）

*7
漢

字
氏

名
（

姓
＋

ブ
ラン

ク＋
名

）
　2

1・
・・

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

が
61

万
円

、合
計

所
得

金
額

が
85

万
円

超
90

万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

非
居

住
者

）
*8

非
居

住
者

の
場

合
「*

」を
設

定
し

て
くだ

さい
。

　3
0・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

51
万

円
、合

計
所

得
金

額
が

90
万

円
超

95
万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
居

住
者

）
*9

漢
字

氏
名

ま
た

は
カ

ナ
氏

名
（

姓
＋

ブ
ラン

ク＋
名

）
　3

1・
・・

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

が
51

万
円

、合
計

所
得

金
額

が
90

万
円

超
95

万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

非
居

住
者

）
*1

0
年

月
日

(Y
YM

M
D

D
)を

入
力

。
　4

0・
・・

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

が
41

万
円

、合
計

所
得

金
額

が
95

万
円

超
10

0万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

居
住

者
）

*1
1

お
客

様
番

号
が

3桁
の

お
客

様
の

場
合

、頭
に

ゼ
ロ

を
付

け
て

登
録

し
て

くだ
さい

。(
例

:
A0

1 
⇒

 0
A0

1)
　4

1・
・・

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

が
41

万
円

、合
計

所
得

金
額

が
95

万
円

超
10

0万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

非
居

住
者

）
*1

2
支

払
の

確
定

し
た

年
(Y

Y)
を

入
力

。（
和

暦
）

　5
0・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

31
万

円
、合

計
所

得
金

額
が

10
0万

円
超

10
5万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
居

住
者

）
*1

3
単

位
:

円
 カ

ン
マ

入
力

不
要

　5
1・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

31
万

円
、合

計
所

得
金

額
が

10
0万

円
超

10
5万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
非

居
住

者
）

*1
4

該
当

の
人

数
を

設
定

　6
0・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

21
万

円
、合

計
所

得
金

額
が

10
5万

円
超

11
0万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
居

住
者

）
*1

5
元

号
を

漢
字

で
入

力
し

て
くだ

さい
。（

明
治

、
大

正
、昭

和
、平

成
、令

和
）

　6
1・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

21
万

円
、合

計
所

得
金

額
が

10
5万

円
超

11
0万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
非

居
住

者
）

　7
0・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

11
万

円
、合

計
所

得
金

額
が

11
0万

円
超

11
5万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
居

住
者

）
　7

1・
・・

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

が
11

万
円

、合
計

所
得

金
額

が
11

0万
円

超
11

5万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

非
居

住
者

）
　8

0・
・・

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

が
6万

円
、合

計
所

得
金

額
が

11
5万

円
超

12
0万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
居

住
者

）
　8

1・
・・

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

が
6万

円
、合

計
所

得
金

額
が

11
5万

円
超

12
0万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
非

居
住

者
）

　9
0・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

3万
円

、合
計

所
得

金
額

が
12

0万
円

超
12

3万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

居
住

者
）

　9
1・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

3万
円

、合
計

所
得

金
額

が
12

0万
円

超
12

3万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

非
居

住
者

）
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L
M

N
O

P
Q

R
S

T
U

V
W

X
Y

Z
A

A
A

B
A

C
A

D
A

E
A

F
A

G
A

H

住 所 又 は 居 所

年 分
1 月 1 日 の 住 所

役 職 名

氏 名
番 号

支 払 金 額

源 泉 徴 収 税 額

特 別 徴 収 税 額 （ 市 町 村 民 税 ）

特 別 徴 収 税 額 （ 道 府 県 民 税 ）

番 号
支 払 金 額

源 泉 徴 収 税 額

特 別 徴 収 税 額 （ 市 町 村 民 税 ）

特 別 徴 収 税 額 （ 道 府 県 民 税 ）

番 号
支 払 金 額

源 泉 徴 収 税 額

特 別 徴 収 税 額 （ 市 町 村 民 税 ）

特 別 徴 収 税 額 （ 道 府 県 民 税 ）

元 号
年

月
日

元 号
年

月
日

4
6

12
2

12
0

2
12

0
30

60
1

10
10

10
10

1
10

10
10

10
1

10
10

10
10

10
２

４
２

２
２

４
２

２
２

●
●

●
半

半
半

半
全

半
半

全
半

全
半

全
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
全

半
半

半
全

半
半

半

備
考

*2
*3

*7
*7

*7
*7

*7
*7

*7
*7

*7
*7

*7
*7

*8
*2

*4
*5

*2
*4

*5

A
I

A
J

A
K

A
L

A
M

A
N

A
O

個 人 番 号 又 は 法 人 番 号

住 所 （ 居 所 ） 又 は 所 在 地

氏 名 又 は 名 称

電 話 番 号

10
0

13
12

0
60

18
10

10

全
半

半
全

半
全

半
半

半
半

備
考

*6

整 理 番 号 ２

桁
数

必
須

全
半

角

退 職 所 得 の 源 泉 徴 収 票

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名

摘 要
整 理 番 号 １

支
払

者

全
半

角

桁
数

必
須

法
20

1条
第

1項
第

1号
適

用
分

法
20

1条
第

1項
第

2号
適

用
分

法
20

1条
第

3項
適

用
分

法
定

帳
票

デ
ー

タ
ファ

イ
ル

レ
イ

ア
ウ

ト
表

（
退

職
所

得
の

源
泉

徴
収

票
）

退 職 所 得 の 源 泉 徴 収 票

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名

お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

年 分
勤 務 年 数

就
職

年
月

日
退

職
年

月
日

退 職 所 得 控 除 額

支
払

を
受

け
る

者

*1
  お
客
様
番
号
が

3桁
の
お
客
様
の
場
合
、
頭
に
ゼ
ロ
を
付
け
て
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

(例
： A

01
 ⇒

0A
01

) 
*2

  年
(Y

Y)
を
入
力
。
（和
暦
）

*3
  漢
字
氏
名
ま
た
は
カ
ナ
氏
名
（姓
＋
ブ
ラ
ン
ク
＋
名
）

*4
  月

(M
M

) を
入
力
。

*5
  日

(D
D)
を
入
力
。

*6
  個
人
番
号
の
場
合
、
前
に
”0

” （
ゼ
ロ
）
を
付
加
し
て

13
桁
で
入
力
。
例
：「

01
23

45
67

89
01

2 」
*7
単
位
：円

カ
ン
マ
入
力
不
要

*8
単
位
：円
（帳
票
出
力
時
に
「万
円
」単
位
に
換
算
し
表
示
）カ
ン
マ
入
力
不
要
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L
M

N
O

P
Q

R
S

T
U

V
W

X
Y

Z
A

A
A

B
A

C
A

D
A

E
A

F
AG

住 所
氏 名

役 職 名

有
従 有

老 人 控 除 対 象 配 偶 者

特 定 （ 主 ）

特 定 （ 従 ）

老 人 （ 主 ）

老 人 （ 内 訳 ）

老 人 （ 従 ）

そ の 他 （ 主 ）

そ の 他 （ 従 ）

特 親 （ 主 ）

特 親 （ 従 ）

特 別 障 害 者

内 訳
そ の 他

金 額
内 訳

4
3

12
2

12
0

60
30

20
10

10
10

10
1

1
1

10
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
10

10
10

10
10

●
●

●
●

半
半

半
半

全
半

全
全

全
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

備
考

*1
1

*1
2

*9
*1

3
*1

3
*1

3
*1

3
*2

*2
*2

*1
3

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
4

*1
3

*1
3

*1
3

*1
3

*1
3

A
H

A
I

A
J

A
K

A
L

A
M

A
N

A
O

A
P

A
Q

A
R

A
S

A
T

A
U

A
V

A
W

A
X

A
Y

A
Z

BB
BB

BC
BD

BE
BF

BG
BH

BI
BJ

BK
BL

BM
未 成 年 者

勤 労 学 生

死 亡 退 職

元 号
年

月
日

特 別 障 害 者

そ の 他 の 障 害 者

就 職
退 職

年
月

日
元 号

年
月

日

10
10

10
10

10
10

2
2

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

2
1

10
5

半
半

半
半

半
半

全
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
全

半
半

半
半

半
全

備
考

*1
3

*1
3

*1
3

*1
3

*1
3

*1
3

*1
5

*1
*3

*4
*2

*2
*2

*2
*2

*2
*2

*2
*2

*2
*2

*2
*1

*3
*4

*1
5

*1
*3

*4
*1

3
*1

6

【控
除

対
象

扶
養

親
族

等
の

数
】　

(配
偶

者
を

除
く)

特 定 親 族 特 別 控 除 の 額

住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 等 の 額

住
宅

借
入

金
等

特
別

控
除

等
適

用
家

屋
居

住
年

月
日

（
１

回
目

）

住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 可 能 額

住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 区 分 ( １ 回 目 )

災 害 者

外 国 人

乙 欄 適 用

ひ と り 親

本
人

が
寡 婦

中
途

就
・退

職
住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 適 用 数

法
定

帳
票

デ
ー

タ
ファ

イ
ル

レ
イ

ア
ウ

ト
表

（
給

与
支

払
報

告
書

1／
4）

給 与 支 払 報 告 書

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名

お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

年 分
支

払
を

受
け

る
者

種 別

桁
数

必
須

全
半

角

地 震 保 険 料 の 控 除 額

【障
害

者
の

数
】

　(
本

人
を

除
く)

生 命 保 険 料 の 控 除 額

支 払 金 額

給 与 所 得 控 除 後 の 金 額

所 得 控 除 の 額 の 合 計 額

源 泉 徴 収 税 額

【(
源

泉
)控

除
対

象
配

偶
者

の
有

無
等

】
配 偶 者 ( 特 別 ) 控 除 の 額

給 与 支 払 報 告 書

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名

旧 個 人 年 金 保 険 料 の 金 額

配 偶 者 の 合 計 所 得

旧 ⾧ 期 損 害 保 険 料 の 金 額

基 礎 控 除 の 額

所 得 金 額 調 整 控 除 額

受
給

者
の

生
年

月
日

桁
数

必
須

全
半

角

社
会

保
険

料
等

の
金

額
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
BN

BO
BP

BQ
BR

BS
BT

BU
BV

BW
BX

BY
BZ

CA
CB

CC
CD

CE
CF

CG
CH

CI
CJ

CK
CL

CM
CN

CO
CP

CQ
CR

CS

元 号
年

月
日

住 所 （ 居 所 ） 又 は 所 在 地

氏 名 又 は 名 称

（ 電 話 ）

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

8
２

2
2

2
5

8
10

2
10

8
10

8
10

8
10

8
10

10
10

10
2

10
2

13
12

0
60

18
30

24
2

30
24

2
30

24
2

全
半

角
半

全
半

半
半

全
半

全
半

全
半

全
半

全
半

全
半

半
半

半
半

半
半

半
半

全
半

全
半

半
半

全
半

半
全

半
半

全
半

備
考

*1
3

*1
5

*1
*3

*4
*1

6
*1

3
*5

*5
*5

*5
*5

*1
3

*1
3

*1
3

*1
3

*1
4

*1
3

*1
7

*6
*7

*8
*6

*7
*1

8
*6

*7
*1

8

CT
CU

CV
CW

CX
CY

CZ
D

A
D

B
D

C
D

D
D

E
D

F
D

G
D

H
D

I
D

J
D

K
D

L
D

M
D

N
D

O
D

P
D

Q
D

R
D

S
D

T
D

U
D

V
D

W
D

X
D

Y

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

30
24

2
30

24
2

30
24

2
30

24
2

30
24

2
30

24
2

30
8

8
8

8
8

8
8

8
8

30
24

2
8

全
半

角
半

全
半

半
全

半
半

全
半

半
全

半
半

全
半

半
全

半
全

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
全

半
半

備
考

*6
*7

*1
8

*6
*7

*1
8

*6
*7

*8
*6

*7
*8

*6
*7

*8
*6

*7
*8

*9
*1

0
*1

0
*1

0
*1

0
*1

0
*1

0
*1

0
*1

0
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

（
源

泉
・特

別
）

控
除

対
象

配
偶

者
扶

養
親

族
等

1
扶

養
親

族
等

2

扶
養

親
族

等
5

（
同

一
生

計
配

偶
者

）

住 宅 借 入 金 等 の 額 （ １ 回 目 ）

住
宅

借
入

金
等

特
別

控
除

等
適

用
家

屋
居

住
年

月
日

（
２

回
目

）

非 居 住 者 で あ る 親 族 の 数

提 出 義 務 者 の 個 人 番 号 又 は 法 人 番 号

支
払

者

法
定

帳
票

デ
ー

タ
ファ

イ
ル

レ
イ

ア
ウ

ト
表

（
給

与
支

払
報

告
書

2／
4）

給 与 支 払 報 告 書

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名

住 宅 借 入 金 等 特 別 控 除 区 分 （ ２ 回 目 ）

桁
数

新 生 命 保 険 料 の 金 額

旧 生 命 保 険 料 の 金 額

介 護 医 療 保 険 料 の 金 額

新 個 人 年 金 保 険 料 の 金 額

１ ６ 歳 未 満 扶 養 親 族 の 数

国 民 年 金 保 険 料 等 の 金 額

住 宅 借 入 金 等 の 額 （ ２ 回 目 ）

摘 要 1

摘 要 2

摘 要 3

摘 要 4

摘 要 5

必
須

控 除 対 象 配 偶 者 ・ 生 年 月 日

【 扶 養 親 族 等 1 】 　 生 年 月 日

【 扶 養 親 族 等 2 】 　 生 年 月 日

【 扶 養 親 族 等 3 】 　 生 年 月 日

【 扶 養 親 族 等 4 】 　 生 年 月 日

【 1 6 歳 未 満 の 扶 養 親 族 1 】 　 生 年 月 日

扶
養

親
族

等
4

16
歳

未
満

の
扶

養
親

族
1

16
歳

未
満

の
扶

養
親

族
2

16
歳

未
満

の
扶

養
親

族
3

16
歳

未
満

の
扶

養
親

族
4

受 給 者 ・ 氏 名 カ ナ

給 与 支 払 報 告 書

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名

扶
養

親
族

等
3

【 1 6 歳 未 満 の 扶 養 親 族 2 】 　 生 年 月 日

【 1 6 歳 未 満 の 扶 養 親 族 3 】 　 生 年 月 日

【 1 6 歳 未 満 の 扶 養 親 族 4 】 　 生 年 月 日

桁
数

必
須
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
D

Z
EA

EB
EC

ED
EE

EF
EG

EH
EI

EJ
EK

EL
EM

EN
EO

EP
EQ

ER
ES

ET
EU

EV
EW

EX
EY

EZ
FA

FB
FC

FD
FE

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

全
半

角
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半

備
考

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

FF
FG

FH
FI

FJ
FK

FL
FM

FN
FO

FP
FQ

FR
FS

FT
FU

FV
FW

FX
FY

FZ
G

A
G

B
G

C
G

D
G

E
G

F
G

G
G

H
G

I
G

J
G

K

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

全
半

角
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半

備
考

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

法
定

帳
票

デ
ー

タ
ファ

イ
ル

レ
イ

ア
ウ

ト
表

（
給

与
支

払
報

告
書

3／
4）

扶
養

親
族

等
9

扶
養

親
族

等
10

扶
養

親
族

等
11

扶
養

親
族

等
12

扶
養

親
族

等
13

桁
数

給 与 支 払 報 告 書

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名

扶
養

親
族

等
6

(扶
養

親
族

等
・調

整
控

除
対

象
者

)

扶
養

親
族

等
7

扶
養

親
族

等
8

必
須

扶
養

親
族

等
20

扶
養

親
族

等
21

桁
数

給 与 支 払 報 告 書

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名

扶
養

親
族

等
14

扶
養

親
族

等
15

扶
養

親
族

等
16

必
須

扶
養

親
族

等
17

扶
養

親
族

等
18

扶
養

親
族

等
19
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
GL

GM
G

N
GO

GP
G

Q
GR

G
S

G
T

GU
GV

GW
GX

GY
GZ

H
A

H
B

H
C

H
D

H
E

H
F

H
G

H
H

H
I

H
J

H
K

H
L

H
M

H
N

H
O

H
P

H
Q

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

30
24

2
8

全
半

角
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半

備
考

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

*6
*7

*8
*1

0
*6

*7
*8

*1
0

H
R

H
S

H
T

H
U

H
V

H
W

フ リ ガ ナ

氏 名
区 分

生 年 月 日

30
24

2
8

3
6

全
半

角
半

全
半

半
半

半

備
考

*6
*7

*8
*1

0

必
須

扶
養

親
族

等
28

扶
養

親
族

等
29

桁
数

必
須

給 与 支 払 報 告 書

Ex
ce

lｾﾙ
項 目 名

扶
養

親
族

等
30

桁
数

法
定

帳
票

デ
ー

タ
ファ

イ
ル

レ
イ

ア
ウ

ト表
（

給
与

支
払

報
告

書
4／

4）

給 与 支 払 報 告 書

Ex
ce

lｾﾙ
項 目 名

扶
養

親
族

等
22

扶
養

親
族

等
23

扶
養

親
族

等
24

扶
養

親
族

等
25

扶
養

親
族

等
26

扶
養

親
族

等
27

地 方 税 コ ー ド

市 区 町 村 コ ー ド

*1
年

(Y
Y)

を
入

力
。（

和
暦

）
*1

7
個

人
事

業
主

ご
本

人
の

登
録

を
す

る
場

合
は

、Z
か

ら始
ま

る
社

員
番

号
を

入
力

し
て

くだ
さい

。
*2

該
当

の
場

合
「*

」を
設

定
し

て
くだ

さい
。

　　
　　

（
例

）
「Z

ZZ
ZZ

ZZ
ZZ

ZZ
0」

*3
月

(M
M

)を
入

力
。

*1
8

控
除

対
象

扶
養

親
族

が
非

居
住

者
で

あ
る

場
合

、次
の

よ
うに

記
載

し
ま

す
。

*4
日

(D
D

)を
入

力
。

　0
1・

・・
非

居
住

（
非

扶
養

親
族

・配
偶

者
・3

0歳
未

満
ま

た
は

70
歳

以
上

の
扶

養
親

族
）

*5
扶

養
親

族
等

1～
4、

16
歳

未
満

の
扶

養
親

族
1～

4以
外

の
扶

養
親

族
等

5以
降

の
9名

の
　0

2・
・・

非
居

住
（

30
歳

以
上

70
歳

未
満

の
留

学
生

）
１

～
９

の
項

番
を

付
け

て
入

力
し

て
くだ

さい
。

　0
3・

・・
非

居
住

（
30

歳
以

上
70

歳
未

満
の

障
害

者
）

扶
養

親
族

等
5以

降
の

9名
の

個
人

番
号

は
、マ

イ
ナ

ン
バ

ー
W

eb
シ

ス
テ

ム
に

て
備

考
に

　0
4・

・・
非

居
住

（
30

歳
以

上
70

歳
未

満
の

38
万

以
上

の
送

金
）

１
～

９
の

項
番

を
付

け
て

出
力

。
特

定
親

族
特

別
控

除
を

受
け

た
場

合
、特

定
親

族
各

人
別

の
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
に

応
じ

て
、次

の
よ

うに
記

載
し

ま
す

。
*6

カ
ナ

氏
名

（
姓

＋
ブ

ラン
ク＋

名
）

　1
0・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

63
万

円
、合

計
所

得
金

額
が

58
万

円
超

85
万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
居

住
者

）
*7

漢
字

氏
名

（
姓

＋
ブ

ラン
ク＋

名
）

　1
1・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

63
万

円
、合

計
所

得
金

額
が

58
万

円
超

85
万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
非

居
住

者
）

*8
非

居
住

者
の

場
合

「*
」を

設
定

し
て

くだ
さい

。
　2

0・
・・

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

が
61

万
円

、合
計

所
得

金
額

が
85

万
円

超
90

万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

居
住

者
）

*9
漢

字
氏

名
ま

た
は

カ
ナ

氏
名

（
姓

＋
ブ

ラン
ク＋

名
）

　2
1・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

61
万

円
、合

計
所

得
金

額
が

85
万

円
超

90
万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
非

居
住

者
）

*1
0

年
月

日
(Y

YM
M

D
D

)を
入

力
。

　3
0・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

51
万

円
、合

計
所

得
金

額
が

90
万

円
超

95
万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
居

住
者

）
*1

1
お

客
様

番
号

が
3桁

の
お

客
様

の
場

合
、頭

に
ゼ

ロ
を

付
け

て
登

録
し

て
くだ

さい
。(

例
:

A0
1 

⇒
 0

A0
1)

　3
1・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

51
万

円
、合

計
所

得
金

額
が

90
万

円
超

95
万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
非

居
住

者
）

*1
2

支
払

の
確

定
し

た
年

(Y
Y)

を
入

力
。（

和
暦

）
　4

0・
・・

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

が
41

万
円

、合
計

所
得

金
額

が
95

万
円

超
10

0万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

居
住

者
）

*1
3

単
位

:
円

 カ
ン

マ
入

力
不

要
　4

1・
・・

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

が
41

万
円

、合
計

所
得

金
額

が
95

万
円

超
10

0万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

非
居

住
者

）
*1

4
該

当
の

人
数

を
設

定
　5

0・
・・

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

が
31

万
円

、合
計

所
得

金
額

が
10

0万
円

超
10

5万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

居
住

者
）

*1
5

元
号

を
漢

字
で

入
力

し
て

くだ
さい

。（
明

治
、大

正
、昭

和
、平

成
、令

和
）

　5
1・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

31
万

円
、合

計
所

得
金

額
が

10
0万

円
超

10
5万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
非

居
住

者
）

*1
6

適
用

を
受

け
て

い
る

住
宅

借
入

金
等

特
別

控
除

の
区

分
を

次
の

よ
うに

記
載

し
ま

す
。

　6
0・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

21
万

円
、合

計
所

得
金

額
が

10
5万

円
超

11
0万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
居

住
者

）
　　

　　
住

・・
・一

般
の

住
宅

借
入

金
等

特
別

控
除

の
場

合
（

増
改

築
を

含
み

ま
す

。）
　6

1・
・・

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

が
21

万
円

、合
計

所
得

金
額

が
10

5万
円

超
11

0万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

非
居

住
者

）
　　

　　
認

・・
・認

定
住

宅
の

新
築

等
に

係
る

住
宅

借
入

金
等

特
別

控
除

の
場

合
　7

0・
・・

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

が
11

万
円

、合
計

所
得

金
額

が
11

0万
円

超
11

5万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

居
住

者
）

　　
　　

増
・・

・特
定

増
改

築
等

住
宅

借
入

金
等

特
別

控
除

の
場

合
　7

1・
・・

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

が
11

万
円

、合
計

所
得

金
額

が
11

0万
円

超
11

5万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

非
居

住
者

）
　　

　　
震

・・
・東

日
本

大
震

災
に

よ
って

自
己

の
居

住
の

用
に

供
し

て
い

た
家

屋
が

　8
0・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

6万
円

、合
計

所
得

金
額

が
11

5万
円

超
12

0万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

居
住

者
）

　　
　　

　　
　　

居
住

の
用

に
供

す
る

こと
が

で
き

な
くな

った
場

合
で

、平
成

23
年

か
ら

　8
1・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

6万
円

、合
計

所
得

金
額

が
11

5万
円

超
12

0万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

非
居

住
者

）
　　

　　
　　

　　
平

成
31

年
６

月
30

日
ま

で
の

間
に

新
築

や
購

入
、増

改
築

を
し

た
家

屋
に

　9
0・

・・
特

定
親

族
特

別
控

除
の

額
が

3万
円

、合
計

所
得

金
額

が
12

0万
円

超
12

3万
円

以
下

（
特

定
親

族
が

居
住

者
）

　　
　　

　　
　　

係
る

住
宅

借
入

金
等

に
つ

い
て

、震
災

特
例

法
第

13
条

の
２

第
１

項
　9

1・
・・

特
定

親
族

特
別

控
除

の
額

が
3万

円
、合

計
所

得
金

額
が

12
0万

円
超

12
3万

円
以

下
（

特
定

親
族

が
非

居
住

者
）

　　
　　

　　
　　

「住
宅

の
再

取
得

等
に

係
る

住
宅

借
入

金
等

特
別

控
除

」の
規

定
の

適
用

を
　　

　　
　　

　　
選

択
し

た
場

合
　　

　　
ま

た
、当

該
住

宅
の

取
得

や
増

改
築

が
特

定
取

得
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
　　

　　
「（

特
）

」を
付

記
し

ま
す

。
　　

　　
（

例
）

特
定

増
改

築
等

住
宅

借
入

金
等

特
別

控
除

の
適

用
が

あ
り、

当
該

住
宅

の
　　

　　
　　

　　
 増

改
築

が
特

定
取

得
に

該
当

す
る

場
合

は
、「

増
（

特
）

」と
記

載
し

ま
す

。
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L
M

N
O

P
Q

R
S

T
U

V
W

X
Y

Z
A

A
A

B
A

C
A

D
A

E

郡 市 区 符 号 ( 漢 字 )

事 業 所 整 理 記 号

事 業 所 番 号

郵 便 番 号 ( 親 番 号 )

郵 便 番 号 ( 子 番 号 )

事 業 所 住 所

事 業 所 名 称

事 業 主 氏 名

電 話 （ 市 外 局 番 ）

電 話 （ 市 内 局 番 ）

電 話 （ 加 入 者 番 号 ）

氏 名 ( カ ナ ) 氏

氏 名 ( カ ナ ) 名

氏 名 ( 漢 字 ) 氏

氏 名 ( 漢 字 ) 名

生 年 月 日 ( 元 号 ）

生 年 月 日 ( 年 月 日 )

種 別 ( 性 別 )

取 得 区 分

基 礎 年 金 番 号 ( 課 所 符 号 )

基 礎 年 金 番 号 ( 一 連 番 号 )

資 格 取 得 年 月 日

通 貨 に よ る も の の 額

現 物 に よ る も の の 額

合 計
被 扶 養 者 の 有 無

4
3

1
2

8
4

5
3

4
7
5

5
0

2
5

5
4

4
6

1
1
5

1
5

6
6

1
6

1
1

4
6

6
7

7
7

1
●

●
●

半
半

半
全

全
半

半
半

半
全

半
全

全
半

半
半

半
半

半
半

全
全

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半

備
考

*
1

*
2

*
2

*
3

*
4

*
5

*
3

*
6

*
7

*
8

*
8

*
3

*
9

*
9

*
9

*
1
0

A
F

A
G

A
H

A
I

A
J

A
K

郵 便 番 号 ( 親 番 号 )

郵 便 番 号 ( 子 番 号 )

被 保 険 者 住 所 ( カ ナ )

被 保 険 者 住 所 ( 漢 字 )

備 考 欄

短 時 間 労 働 者

ｖ
4

7
5

6
0

7
5

1

半
半

半
全

半
全

半
半

備
考

*
2

*
2

*
1
1

*
1
2

法
定

帳
票

デ
ー

タ
フ
ァ
イ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

健
康

保
険

・厚
生

年
金

保
険

　
被

保
険

者
資

格
取

得
届

）

健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 　 被 保 険 者 資 格 取 得 届

E
xc

e
lｾ

ﾙ
項 目 名

お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

事
業

所
情

報
被

保
険

者

桁
数

必
須

全
半

角

健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 　 被 保 険 者 資 格 取 得 届

E
xc

e
lｾ

ﾙ
項 目 名

7 0 歳 以 上 の 健 康 保 険 加 入

提 出 年 月 日

被
保

険
者

桁
数

必
須

全
半

角

*1
  お

客
様

番
号

が
3桁

の
お

客
様

の
場

合
、

頭
に

ゼ
ロ

を
付

け
て

入
力

し
て

くだ
さ
い

。
(例

:
A0

1 
⇒

0A
01

)  
  

*2
  郵

便
番

号
を

親
番

号
(上

3桁
)、

子
番

号
(下

4桁
)に

分
け

て
入

力
。

*3
  和

暦
を

年
、
月

、
日

そ
れ

ぞ
れ

2文
字

で
入

力
す

る
。

(例
:

平
成

14
年

4月
1日

の
場

合
、
「1

40
40

1」
)

*4
  7

0歳
以

上
の

健
康

保
険

加
入

者
は

1を
入

力
。

*5
  1

:
明

治
、

3:
大

正
、

5:
昭

和
、

7:
平

成
、

9 ：
令
和

*6
  1

:
坑

内
員

以
外

の
男

子
、

2:
女

子
、

3:
坑

内
員

た
だ

し
、

厚
生

年
金

基
金

の
加

入
員

の
場

合
5:

坑
内

員
以

外
の

男
子

、
6:

女
子

、
7:

坑
内

員
を

入
力

。

*7
  1

:
初

め
て

厚
生

年
金

保
険

の
船

員
以

外
の

被
保

険
者

と
な

っ
た

場
合

2:
厚

生
年

金
保

険
の

船
員

以
外

の
被

保
険

者
で

あ
っ
た

こ
と
が

あ
る

者
が

再
び

厚
生

年
金

保
険

の
船

員
以

外
の

被
保

険
者

と
な

っ
た

場
合

3:
共

済
組

合
か

ら
公

庫
等

へ
出

向
し

た
職

員
で

あ
る

場
合

4:
船

員
任

意
継

続
被

保
険

者
で

あ
る

場
合

*8
  基

礎
年

金
番

号
の

上
4桁

を
課

所
符

号
に

、
下

6桁
を

一
連

番
号

に
分

け
て

入
力

。

例
)

基
礎

年
金

番
号

が
「0

12
3-

01
23

45
」の

場
合

課
所

符
号

に
「0

12
3」

、
一

連
番

号
に

「0
12

34
5」

を
入

力
。

*9
  単

位
:

円
カ

ン
マ

入
力

不
要

*1
0 

1:
被

扶
養

者
の

あ
る

被
保

険
者

で
被

扶
養

者
届

を
提

出
し

て
い

る
者

、
0:

そ
の

他
の

者

*1
1 

 A
L列

「短
時

間
労

働
者

」が
1の

場
合

、
帳

票
の

備
考

欄
に

短
時

間
労

働
者

の
チ

ェ
ック

が
表

示
さ
れ

ま
す

。

*1
2 

 短
時

間
労

働
者

の
場

合
「1

」を
入

力
。
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
Ex

ce
lｾ

ﾙ
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L
M

N
O

P
Q

R
S

T
U

V
W

X
Y

Z
A

A
A

B
A

C
A

D

事 業 所 整 理 記 号 ( 都 道 府 県 コ ー ド )

事 業 所 整 理 記 号 ( 郡 市 区 符 号 )

事 業 所 整 理 記 号 （ 事 業 所 記 号 ）

事 業 所 番 号

郵 便 番 号 ( 親 番 号 )

郵 便 番 号 ( 子 番 号 )

事 業 所 所 在 地

事 業 所 名 称

事 業 主 氏 名

電 話 （ 局 番 1 ）

電 話 （ 局 番 2 ）

電 話 （ 局 番 3 ）

被 保 険 者 氏 名 ( カ ナ ) 氏

被 保 険 者 氏 名 ( カ ナ ) 名

被 保 険 者 氏 名 ( 漢 字 ) 氏

被 保 険 者 氏 名 ( 漢 字 ) 名

生 年 月 日 ( 元 号 ）

生 年 月 日 ( 年 月 日 )

種 別 ( 性 別 )

取 得 区 分

基 礎 年 金 番 号

資 格 取 得 年 月 日

被 扶 養 者 の 有 無

通 貨 に よ る も の の 額

現 物 に よ る も の の 額

合 計

4
3

12
6

2
2

4
5

3
4

75
50

25
5

4
4

15
15

6
6

1
6

1
1

10
6

1
7

7
7

●
●

●

半
半

半
半

半
半

全
半

半
半

半
全

半
全

半
全

半
半

半
半

半
半

全
全

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

備
考

*1
*2

*3
*3

*4
*2

*5
*6

*7
*2

*8
*9

*9
*9

法
定

帳
票

デ
ー

タ
フ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

健
康

保
険

・厚
生

年
金

保
険

　
被

保
険

者
資

格
取

得
届

／
厚

生
年

金
保

険
70

歳
以

上
被

用
者

該
当

届
1／

2 
）

健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 　 被 保 険 者 資 格 取 得 届

項 目 名

お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

提 出 年 月 日

被
保

険
者

事
業

所
情

報

桁
数

必
須

全
半

角
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
AE

AF
AG

AH
AI

AJ
AK

AL
AM

AN
AO

AP

備 考 項 目 １ ( ７ ０ 歳 以 上 被 用 者 ）

備 考 項 目 ２ ( 二 以 上 事 業 所 勤 務 者 ）

備 考 項 目 ３ ( 短 時 間 労 働 者 ）

備 考 項 目 ４ ( 継 続 再 雇 用 者 ）

備 考 欄

郵 便 番 号 ( 親 番 号 )

郵 便 番 号 ( 子 番 号 )

被 保 険 者 住 所 ( カ ナ )

被 保 険 者 住 所 ( 漢 字 )

個 人 番 号 情 報 （ 個 人 番 号 を 記 載 で き な い 理 由 ）

個 人 番 号 情 報 （ 備 考 欄 ）

資 格 確 認 書 発 行 要 否

1
1

1
1

75
3

4
75

60
1

75
1

半
半

半
半

全
半

半
半

半
全

半
半

全
半

半

備
考

*1
0

*1
1

*1
2

*1
3

*3
*3

*1
4

*1
5

*1
6

法
定

帳
票

デ
ー

タフ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト表

（
健

康
保

険
・厚

生
年

金
保

険
　被

保
険

者
資

格
取

得
届

／

全
半

角

厚
生

年
金

保
険

70
歳

以
上

被
用

者
該

当
届

2／
2）

被
保

険
者

健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 　 被 保 険 者 資 格 取 得 届

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名 桁
数

必
須

*1
  お

客
様

番
号

が
3桁

の
お

客
様

の
場

合
、頭

に
ゼ

ロを
付

け
て

入
力

。(
例

:
A0

1 
⇒

 0
A0

1)
   

 

*2
  和

暦
を

年
、月

、日
そ

れ
ぞ

れ
2文

字
で

入
力

。(
例

:
平

成
29

年
3月

20
日

の
場

合
、「

29
03

20
」)

   
 

*3
  郵

便
番

号
を

親
番

号
(上

3桁
)、

子
番

号
(下

4桁
)に

分
け

て
入

力
。

*4
  5

:
昭

和
、7

:
平

成
、9

:
令

和
*5

  被
保

険
者

の
種

別
(性

別
)に

対
応

す
る数

字
を

入
力

。

1:
坑

内
員

以
外

の
男

子
、2

:
女

子
、3

:
坑

内
員

た
だ

し、
厚

生
年

金
基

金
の

加
入

員
で

あ
る

場
合

以
下

に
対

応
す

る
数

字
を

入
力

。

5:
坑

内
員

以
外

の
男

子
、6

:
女

子
、7

:
坑

内
員

*6
  被

保
険

者
の

取
得

区
分

に
対

応
す

る
数

字
を入

力
。

1:
健

康
保

険
・厚

生
年

金
保

険
に

加
入

す
る

者

3:
共

済
組

合
か

ら公
庫

等
へ

出
向

す
る

者

4:
船

員
年

金
任

意
継

続
被

保
険

者

6:
「健

康
保

険
適

用
除

外
承

認
申

請
書

」を
同

時
に

提
出

す
る

者

7:
「適

用
証

明
書

」を
同

時
に

提
出

す
る

者

*7
  個

人
番

号
を

入
力

した
場

合
は

省
略

。個
人

番
号

が
空

欄
の

場
合

は
必

須
入

力
。

*8
被

扶
養

者
の

あ
る

被
保

険
者

で
被

扶
養

者
届

を
提

出
して

い
る

者
に

つい
て

は
有

:
１

その
他

の
者

は
無

:
０

を
入

力
。

*9
  単

位
:

円
カン

マ
入

力
不

要

*1
0

70
歳

以
上

被
用

者
に

該
当

す
るの

場
合

1を
入

力
。

*1
1 

二
以

上
事

業
所

勤
務

者
の

資
格

取
得

の
場

合
1を

入
力

。

*1
2 

特
定

適
用

事
業

所
に

お
け

る
短

時
間

労
働

者
の

資
格

取
得

の
場

合
1を

入
力

。

*1
3 

退
職

後
の

継
続

再
雇

用
者

の
資

格
取

得
の

場
合

1を
入

力
。

*1
4 

個
人

番
号

を
入

力
で

き
な

い
場

合
は

、以
下

の
数

字
を

入
力

。個
人

番
号

を入
力

した
場

合
は

省
略

。

１
:

海
外

在
住

、２
:

短
期

在
留

、３
:

その
他

*1
5 

個
人

番
号

を
入

力
で

き
な

い
理

由
が

「そ
の

他
」の

場
合

に
設

定
。個

人
番

号
を入

力
した

場
合

は
省

略
。

*1
6 

発
行

が
必

要
な

場
合

1を
入

力
。
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
Ex

ce
lｾ

ﾙ
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L
M

N
O

P
Q

R
S

T
U

V
W

X
Y

Z
A

A
A

B

事 業 所 整 理 記 号  ( 都 道 府 県 コ ー ド )

事 業 所 整 理 記 号  ( 郡 市 区 符 号 )

事 業 所 整 理 記 号  （ 事 業 所 記 号 ）

事 業 所 番 号

郵 便 番 号 ( 親 番 号 )

郵 便 番 号 ( 子 番 号 )

事 業 所 所 在 地

事 業 所 名 称

事 業 主 氏 名

電 話 （ 局 番 1 ）

電 話 （ 局 番 2 ）

電 話 （ 局 番 3 ）

被 保 険 者 整 理 番 号

被 保 険 者 氏 名 ( カ ナ ) 氏

被 保 険 者 氏 名 ( カ ナ ) 名

被 保 険 者 氏 名 ( 漢 字 ) 氏

被 保 険 者 氏 名 ( 漢 字 ) 名

生 年 月 日 ( 元 号 ）

生 年 月 日 ( 年 月 日 )

基 礎 年 金 番 号

資 格 喪 失 年 月 日 （ 年 月 日 ）

喪 失 （ 不 該 当 ） 原 因

喪 失 （ 不 該 当 ）  退 職 等 年 月 日 （ 年 月 日 ）

喪 失 （ 不 該 当 ）  死 亡 年 月 日 （ 年 月 日 ）

4
3

12
6

2
2

4
5

3
4

75
50

25
5

4
4

6
15

15
6

6
1

6
10

6
1

6
6

●
●

●

半
半

半
半

半
半

全
半

半
半

半
全

半
全

半
全

半
半

半
半

半
半

半
全

全
半

半
半

半
半

半
半

備
考

*1
*2

*3
*3

*4
*2

*5
*2

*6
*2

*2

*7
*8

法
定

帳
票

デ
ー

タ
フ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

健
康

保
険

・厚
生

年
金

保
険

　
被

保
険

者
資

格
喪

失
届

／
厚

生
年

金
保

険
70

歳
以

上
被

用
者

不
該

当
届

1／
2 

）

健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 　 被 保 険 者 資 格 喪 失 届

項 目 名

お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

提 出 年 月 日

事
業

所
情

報
被

保
険

者

桁
数

必
須

全
半

角
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
Ex

ce
lｾ

ﾙ
A

C
A

D
A

E
A

F
A

G
A

H
A

I

備 考 欄 項 目 １  （ 二 以 上 事 業 所 勤 務 者 ）

備 考 欄 項 目 ２  ( 継 続 再 雇 用 者 )

備 考 欄

保 険 証 回 収 （ 添 付 ）

保 険 証 回 収 （ 返 不 能 ）

7 0 歳 不 該 当

不 該 当 年 月 日 （ 年 月 日 ）

１
１

75
2

2
1

6

半
半

全
半

半
半

半
半

備
考

*9
*1

0
*1

1
*1

2
*1

2
*1

3
*2 *1

4

全
半

角

被
保

険
者

法
定

帳
票

デ
ー

タ
フ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

健
康

保
険

・厚
生

年
金

保
険

　
被

保
険

者
資

格
喪

失
届

／
厚

生
年

金
保

険
70

歳
以

上
被

用
者

不
該

当
届

2／
2 

）

健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 　 被 保 険 者 資 格 喪 失 届

項 目 名 桁
数

必
須

*1
  
 お

客
様

番
号

が
3桁

の
お

客
様

の
場

合
、
頭

に
ゼ

ロ
を

付
け

て
入

力
。
(例

:
A
01

 ⇒
 0

A
01

) 
  

 

*2
  
 和

暦
を

年
、
月

、
日

そ
れ

ぞ
れ

2文
字

で
入

力
。
(例

:
平

成
29

年
3月

20
日

の
場

合
、

「2
90

32
0」

)

*3
  
 郵

便
番

号
を

親
番

号
(上

3桁
)、

子
番

号
(下

4桁
)に

分
け

て
入

力
。

*4
  
 5

:
昭

和
、

7:
平

成

*5
  
 個

人
番

号
を

入
力

し
た

場
合

は
省

略
。個

人
番

号
が

空
欄

の
場

合
は

必
須

入
力

。

*6
 

以
下

の
喪

失
原

因
に

対
応

す
る

数
字

を
入

力
。

4:
退

職
等

、
5:

死
亡

、
7:

７
５

歳
到

達
（

健
康

保
険

の
み

喪
失

）
、

9:
障

害
認

定
（

健
康

保
険

の
み

喪
失

）

*7
  
 喪

失
（

不
該

当
）

原
因

で
「4

:
退

職
等

」を
入

力
し

た
場

合
の

み
入

力
。

*8
  
 喪

失
（

不
該

当
）

原
因

で
「5

:
死

亡
」を

入
力

し
た

場
合

の
み

入
力

。
*1

0 
二

以
上

事
業

所
勤

務
者

の
資

格
取

得
の

場
合

1を
入

力
。

*9
二

以
上

事
業

所
勤

務
者

の
資

格
喪

失
の

場
合

1を
入

力
。

*1
0 

退
職

後
の

継
続

再
雇

用
者

の
資

格
喪

失
の

場
合

1を
入

力
。

*1
1 

下
記

の
よ

う
な

事
例

に
該

当
す

る
場

合
は

入
力

。

・転
勤

や
雇

用
契

約
の

変
更

に
よ

る
喪

失
の

場
合

は
そ

の
旨

入
力

。

・被
保

険
者

資
格

取
得

届
を

提
出

し
た

が
、年

金
事

務
所

等
か

ら
確

認
通

知
書

な
どが

送
付

さ
れ

る
前

に
資

格
喪

失
し

た
場

合
は

、

「資
格

取
得

届
提

出
中

」と
入

力
。

・厚
生

年
金

基
金

の
加

入
員

で
あ

る
被

保
険

者
が

資
格

取
得

し
た

同
月

に
資

格
を

喪
失

す
る

場
合

は
、
「加

入
員

の
同

月
得

喪
」と

入
力

。

*1
2 

保
険

証
を

回
収

し
た

枚
数

を
「添

付
」、

回
収

で
き

な
か

った
枚

数
を

「返
不

能
」に

入
力

。

*1
3

70
歳

以
上

の
方

の
場

合
1を

入
力

。

*1
4

70
歳

以
上

被
用

者
不

該
当

年
月

日
は

退
職

ま
た

は
死

亡
し
た

年
月

日
の

当
日

を
入

力
。
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
E
xc

e
lｾ

ﾙ
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L
M

N
O

P
Q

R
S

T
U

V
W

X
Y

Z
A

A
A

B

事 業 所 整 理 記 号 ( 都 道 府 県 コ ー ド )

事 業 所 整 理 記 号 ( 郡 市 区 符 号 )

事 業 所 整 理 記 号 （ 事 業 所 記 号 ）

郵 便 番 号 ( 親 番 号 )

郵 便 番 号 ( 子 番 号 )

事 業 所 住 所

事 業 所 名 称

事 業 主 氏 名

電 話 （ 局 番 １ ）

電 話 （ 局 番 ２ ）

電 話 （ 局 番 ３ ）

被 保 険 者 整 理 番 号

氏 名
生 年 月 日 ( 元 号 ）

生 年 月 日 ( 年 月 日 )

適 用 年 月 ( 年 )

従 前 の 標 準 月 額 報 酬 ( 健 保 )

従 前 の 標 準 月 額 報 酬 ( 厚 年 )

従 前 改 定 月 ( 年 )

従 前 改 定 月 ( 月 )
昇 ( 降 ) 給 月

昇 ( 降 ) 給 区 分

遡 及 支 払 月

遡 及 支 払 額

4
3

1
2

6
2

2
4

3
4

7
5

5
0

2
5

5
4

4
6

1
2

1
6

2
4

4
2

2
2

1
2

7

●
●

●

半
半

半
半

半
半

半
半

半
全

半
全

半
全

半
半

半
半

半
全

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半

備
考

*
1

*
2

*
3

*
3

*
4

*
2

*
5

*
6

*
6

*
5

*
7

法
定

帳
票

デ
ー

タ
フ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

健
康

保
険

・厚
生

年
金

保
険

　
被

保
険

者
標

準
報

酬
月

額
算

定
基

礎
届

／
厚

生
年

金
保

険
7
0
歳

以
上

被
用

者
算

定
基

礎
届

1
／

3
）

健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 　 被 保 険 者 標 準 報 酬 月 額 算 定 基 礎 届

項 目 名

お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

提 出 年 月 日

事
業

所
情

報
被

保
険

者

桁
数

必
須

全
半

角
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
E
xc

e
lｾ

ﾙ
A

C
A

D
A

E
A

F
A

G
A

H
A

I
A

J
A

K
A

L
A

M
A

N
A

O
A

P
A

Q
A

R
A

S
A

T
A

U
A

V
A

W
A

X
A

Y
A

Z
B

A
B

B

給 与 計 算 の 基 礎 日 数 ( 4 月 )

報 酬 月 額 ( 通 貨 ) ( 4 月 )

報 酬 月 額 ( 現 物 ) ( 4 月 )

報 酬 月 額 ( 合 計 ) ( 4 月 )

給 与 計 算 の 基 礎 日 数 ( 5 月 )

報 酬 月 額 ( 通 貨 ) ( 5 月 )

報 酬 月 額 ( 現 物 ) ( 5 月 )

報 酬 月 額 ( 合 計 ) ( 5 月 )

給 与 計 算 の 基 礎 日 数 ( 6 月 )

報 酬 月 額 ( 通 貨 ) ( 6 月 )

報 酬 月 額 ( 現 物 ) ( 6 月 )

報 酬 月 額 ( 合 計 ) ( 6 月 )

総 計 ( 一 定 の 基 礎 日 数 以 上 の 月 )

平 均 額

修 正 平 均 額

基 礎 年 金 番 号

備 考 欄 項 目 １  ( 7 0 歳 以 上 被 用 者 )

7 0 歳 算 定 基 礎 月

備 考 欄 項 目 ２  ( 二 以 上 事 業 所 勤 務 者 )

備 考 欄 項 目 ３ ( 月 額 変 更 予 定 )

備 考 欄 項 目 ４ ( 途 中 入 社 )

備 考 欄 項 目 ５ ( 病 休 育 休 休 職 )

備 考 欄 項 目 ６ ( 短 時 間 労 働 者 )

備 考 欄 項 目 ７ ( パ ー ト )

備 考 欄 項 目 ８  ( 年 間 平 均 で の 算 定 申 立 )
備 考 欄

２
7

7
7

２
7

7
7

２
7

7
7

7
7

7
1
0

1
２

,4
1

1
1

1
1

1
1

7
5

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
全

半

備
考

*
8

*
8

*
8

*
8

*
8

*
8

*
8

*
8

*
8

*
8

*
8

*
8

*
9

*
1
0

*
1
1

*
1
2

*
1
3

*
1
4

*
1
5

*
1
6

*
1
7

*
1
8

*
1
9

法
定

帳
票

デ
ー

タ
フ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

健
康

保
険

・厚
生

年
金

保
険

　
被

保
険

者
標

準
報

酬
月

額
算

定
基

礎
届

／
厚

生
年

金
保

険
7
0
歳

以
上

被
用

者
算

定
基

礎
届

2
／

3
）

健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 　 被 保 険 者 標 準 報 酬 月 額 算 定 基 礎 届

項 目 名 桁
数

必
須

全
半

角

被
保

険
者
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法
定

帳
票

デ
ー

タ
フ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

健
康

保
険

・厚
生

年
金

保
険

　
被

保
険

者
標

準
報

酬
月

額
算

定
基

礎
届

／
厚

生
年

金
保

険
7
0
歳

以
上

被
用

者
算

定
基

礎
届

3
／

3
）

*1
  お

客
様

番
号

が
3桁

の
お

客
様

の
場

合
、

頭
に

ゼ
ロ

を
付

け
て

入
力

(例
:

A0
1 
⇒

0A
01

)  
  

*2
  和

暦
を

年
、
月

、
日

そ
れ

ぞ
れ

2文
字

で
入

力
。

(例
:

平
成

29
年

3月
20

日
の

場
合

、
「2

90
32

0」
)

*3
  郵

便
番

号
を

親
番

号
(上

3桁
)、

子
番

号
(下

4桁
)に

分
け

て
入

力
。

*4
  1

:
明

治
、

3:
大

正
、

5:
昭

和
、

7:
平

成

*5
  和

暦
で

入
力

。

*6
  単

位
:

千
円

カ
ン

マ
入

力
不

要
。

(例
:

20
00

00
0円

の
場

合
、
「2

00
0」

)  
  

*7
  1

:
昇

給
、

2:
降

給

*8
  単

位
:

円
カ

ン
マ

入
力

不
要

。

*9
  個

人
番

号
を

入
力

し
た

場
合

は
省

略
す

る
。
個

人
番

号
が

空
欄

の
場

合
は

必
須

入
力

。

*1
0 

70
歳

以
上

被
用

者
に

該
当

す
る

の
場

合
1を

入
力

。

*1
1 

 算
定

期
間

中
に

70
歳

に
到

達
し

た
こ
と
等

に
よ

り
、

健
康

保
険

と
厚

生
年

金
保

険
の

算
定

基
礎

月
が

異
な

る
場

合
、

70
歳

以
上

被
用

者
分

の
算

定
基

礎
月

を
入

力
。

・算
定

基
礎

月
が

６
月

の
み

の
場

合
に

は
２

文
字

を
入

力

（
例

）
６

月
の

み
の

場
合

、
「0

6」
と
入

力

・算
定

基
礎

月
が

５
月

と
６

月
の

場
合

に
は

４
文

字
を

入
力

（
例

）
５

月
と
６

月
の

場
合

、
「0

50
6」

と
入

力

月
の

間
に

は
カ

ン
マ

等
入

力
不

要

*1
2 

 二
以

上
事

業
所

勤
務

者
の

資
格

取
得

の
場

合
1を

入
力

。

*1
3 

 月
額

変
更

の
予

定
が

あ
る

場
合

1を
入

力
。

*1
4 

 給
与

支
払

対
象

と
な

る
期

間
の

途
中

か
ら
資

格
取

得
し

た
こ

と
に

よ
り
１

カ
月

分
の

給
与

が
支

給
さ
れ

な
い

場
合

1を
入

力
。

*1
5 

 病
休

・育
休

・休
職

に
該

当
す

る
場

合
1を

入
力

。

*1
6 

 特
定

適
用

事
業

所
に

お
け

る
短

時
間

労
働

者
の

場
合

1を
入

力
。

*1
7 

 パ
ー

ト
に

該
当

す
る

場
合

1を
入

力
。

*1
8 

 年
間

平
均

で
の

算
定

を
申

し
立

て
る

場
合

1を
入

力
。

*1
9 

 下
記

の
よ

う
な

事
例

に
該

当
す

る
場

合
は

例
に

倣
い

入
力

○
現

物
給

与
の

名
称

（
定

期
券

、
住

宅
、
食

事
等

）
を

入
力

（
例

）

・現
物

給
与

が
住

宅
の

場
合

:
「住

宅
」

○
保

険
者

算
定

と
な

る
場

合
、
そ

の
根

拠
と
な

る
情

報
を

入
力

※
「保

険
者

算
定

」と
は

、
通

常
の

算
定

方
法

で
は

対
応

が
困

難
な

場
合

や
、

そ
の

額
が

著
し

く不
当

に
な

る
場

合
な

ど
に

、

保
険

者
が

事
情

に
応

じ
た

修
正

平
均

額
を

算
定

し
、
標

準
報

酬
月

額
を

決
定

す
る

こ
と
を

い
う

（
例

）

・給
与

締
め

日
15

 日
、
当

月
25

 日
支

払
、

3 
月

26
 日

資
格

取
得

者
、

4 
月

支
払

の
給

与
が

、
3／

26
～

4／
15

 分
と
な

る
場

合

:
「平

成
25

 年
3 
月

26
 日

取
得

」

・休
職

中
の

場
合

:
「平

成
25

 年
3 

月
15

 日
よ

り
病

休
中

」

:
「休

職
給

4～
5 
月

60
％

」

○
備

考
欄

項
目

で
設

定
し

た
項

目
の

補
足

事
項

を
入

力

（
例

）

・２
９

年
４

月
～

育
児

休
業

・２
８

年
１

１
月

～
２

９
年

５
月

ま
で

病
休

○
算

定
の

対
象

と
な

る
期

間
に

被
保

険
者

区
分

の
変

更
が

あ
っ

た
場

合
は

そ
の

旨
を

入
力

。

パ
ー

ト
扱

い
す

る
者

（
短

時
間

就
労

者
）

及
び

短
時

間
労

働
者

に
つ

い
て

入
力

。

（
例

）

４
月

は
パ

ー
ト

扱
い

す
る

者
、
５

、
６

月
は

短
時

間
労

働

者
の

場
合

:
パ

ー
ト

４
月

短
時

間
労

働
者

５
、
６

月
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
E
xc

e
lｾ

ﾙ
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L
M

N
O

P
Q

R
S

T
U

V
W

X
Y

Z
A

A
A

B
A

C

事 業 所 整 理 記 号 ( 都 道 府 県 コ ー ド )

事 業 所 整 理 記 号 ( 郡 市 区 符 号 )

事 業 所 整 理 記 号 （ 事 業 所 記 号 ）

郵 便 番 号 ( 親 番 号 )

郵 便 番 号 ( 子 番 号 )

事 業 所 住 所

事 業 所 名 称

事 業 主 氏 名

電 話 （ 局 番 １ ）

電 話 （ 局 番 ２ ）

電 話 （ 局 番 ３ ）

被 保 険 者 整 理 番 号

氏 名
生 年 月 日 ( 元 号 ）

生 年 月 日 ( 年 月 日 )

改 定 年 月 ( 年 )

改 定 年 月 ( 月 )

従 前 の 標 準 月 額 報 酬 ( 健 保 )

従 前 の 標 準 月 額 報 酬 ( 厚 年 )

従 前 改 定 月 ( 年 )
従 前 改 定 月 ( 月 )

昇 ( 降 ) 給 月

昇 ( 降 ) 給 区 分

遡 及 支 払 月

遡 及 支 払 額

4
3

1
2

6
2

2
4

3
4

7
5

5
0

2
5

5
4

4
6

1
2

1
6

2
2

4
4

2
2

2
1

2
7

●
●

●

半
半

半
半

半
半

半
半

半
全

半
全

半
全

半
半

半
半

半
全

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

備
考

*
1

*
2

*
3

*
3

*
4

*
2

*
5

*
6

*
6

*
5

*
7

被
保

険
者

桁
数

必
須

全
半

角

法
定

帳
票

デ
ー

タ
フ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

健
康

保
険

・厚
生

年
金

保
険

　
被

保
険

者
標

準
報

酬
月

額
変

更
届

／
厚

生
年

金
保

険
7
0
歳

以
上

被
用

者
月

額
変

更
届

1
／

3
）

健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 　 被 保 険 者 標 準 報 酬 月 額 変 更 届

項 目 名

お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

提 出 年 月 日

事
業

所
情

報
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
E
xc

e
lｾ

ﾙ
A

D
A

E
A

F
A

G
A

H
A

I
A

J
A

K
A

L
A

M
A

N
A

O
A

P
A

Q
A

R
A

S
A

T
A

U
A

V
A

W
A

X
A

Y
A

Z
B

A
B

B

給 与 支 給 月 ①

給 与 計 算 の 基 礎 日 数 ( 支 給 月 ① )

報 酬 月 額 ( 通 貨 ) ( 支 給 月 ① )

報 酬 月 額 ( 現 物 ) ( 支 給 月 ① )

報 酬 月 額 ( 合 計 ) ( 支 給 月 ① )

給 与 支 給 月 ②

給 与 計 算 の 基 礎 日 数 ( 支 給 月 ② )

報 酬 月 額 ( 通 貨 ) ( 支 給 月 ② )

報 酬 月 額 ( 現 物 ) ( 支 給 月 ② )

報 酬 月 額 ( 合 計 ) ( 支 給 月 ② )

給 与 支 給 月 ③

給 与 計 算 の 基 礎 日 数 ( 支 給 月 ③ )

報 酬 月 額 ( 通 貨 ) ( 支 給 月 ③ )

報 酬 月 額 ( 現 物 ) ( 支 給 月 ③ )

報 酬 月 額 ( 合 計 ) ( 支 給 月 ③ )

総 計
平 均 額

修 正 平 均 額

基 礎 年 金 番 号

備 考 欄 項 目 １  ( 7 0 歳 以 上 被 用 者 )

備 考 欄 項 目 ２  ( 二 以 上 事 業 所 勤 務 者 )

備 考 欄 項 目 ３ ( 短 時 間 労 働 者 )

備 考 欄 項 目 ４ ( 昇 降 給 理 由 )

備 考 欄 項 目 ５  ( 7 0 歳 到 達 時 雇 用 契 約 変 更 )

備 考 欄

2
２

7
7

7
2

２
7

7
7

2
２

7
7

7
7

7
7

1
0

1
1

1
7
5

1
7
5

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

全
半

半
全

半

備
考

*
8

*
8

*
8

*
8

*
8

*
8

*
8

*
8

*
8

*
8

*
8

*
8

*
9

*
1
0

*
1
1

*
1
2

*
1
3

*
1
4

*
1
5

桁
数

必
須

全
半

角

被
保

険
者

健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 　 被 保 険 者 標 準 報 酬 月 額 変 更 届

項 目 名

法
定

帳
票

デ
ー

タ
フ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

健
康

保
険

・厚
生

年
金

保
険

　
被

保
険

者
標

準
報

酬
月

額
変

更
届

／
厚

生
年

金
保

険
7
0
歳

以
上

被
用

者
月

額
変

更
届

2
／

3
）
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法
定

帳
票

デ
ー

タ
フ

ァイ
ル

レ
イ

ア
ウ

ト
表

（
健

康
保

険
・厚

生
年

金
保

険
　

被
保

険
者

標
準

報
酬

月
額

変
更

届
／

厚
生

年
金

保
険

7
0
歳

以
上

被
用

者
月

額
変

更
届

3
／

3
）

*1
  お

客
様

番
号

が
3桁

の
お

客
様

の
場

合
、
頭

に
ゼ

ロ
を

付
け

て
入

力
。

(例
:

A
01

 ⇒
0A

01
)  

  

*2
  和

暦
を

年
、
月

、
日

そ
れ

ぞ
れ

2文
字

で
入

力
。

(例
:

平
成

29
年

3月
20

日
の

場
合

、
「2

90
32

0」
)

*3
  郵

便
番

号
を

親
番

号
(上

3桁
)、

子
番

号
(下

4桁
)に

分
け

て
入

力
。

*4
  1

:
明

治
、

3:
大

正
、

5:
昭

和
、

7:
平

成

*5
  和

暦
で

入
力

。

*6
  単

位
:

千
円

カ
ン

マ
入

力
不

要
。

(例
:

20
00

00
0円

の
場

合
、
「2

00
0」

)  
  

*7
  1

:
昇

給
、

2:
降

給

*8
  単

位
:

円
カ

ン
マ

入
力

不
要

。

*9
  個

人
番

号
を

入
力

し
た

場
合

は
省

略
す

る
。
個

人
番

号
が

空
欄

の
場

合
は

必
須

入
力

。

*1
0 

70
歳

以
上

被
用

者
に

該
当

す
る

の
場

合
1を

入
力

。

*1
1 

 二
以

上
事

業
所

勤
務

者
の

資
格

取
得

の
場

合
1を

入
力

。

*1
2 

 特
定

適
用

事
業

所
に

お
け

る
短

時
間

労
働

者
の

場
合

1を
入

力
。

*1
3 

 基
本

給
の

変
更

・家
族

手
当

の
支

給
等

、
昇

給
・降

給
と
な

っ
た

具
体

的
な

理
由

を
入

力
。

そ
の

他
、
月

額
変

更
に

該
当

す
る

こ
と
に

な
っ
た

具
体

的
な

理
由

を
入

力
。

*1
4 

 7
0 

歳
到

達
時

に
お

け
る

雇
用

契
約

の
変

更
な

ど
、
健

康
保

険
の

み
月

額
変

更
と
な

る
場

合
1を

入
力

。

*1
5 

下
記

の
よ

う
な

事
例

に
該

当
す

る
場

合
は

例
に

倣
い

入
力

現
物

給
与

の
名

称
（

定
期

券
、
住

宅
、
食

事
等

）
を

入
力

（
例

）

・現
物

給
与

が
住

宅
の

場
合

:
「住

宅
」

・算
定

基
礎

月
の

期
間

に
被

保
険

者
区

分
の

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
そ

の
旨

入
力

《設
定

例
》

１
月

は
一

般
被

保
険

者
２

、
３

月
は

短
時

間
労

働
者

の
場

合
:

「２
、
３

月
短

時
間

労
働

者
」
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
E
xc

e
lｾ

ﾙ
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L
M

N
O

P
Q

R
S

T
U

V
W

X
Y

Z
A

A
A

B
A

C
共

通

事 業 所 整 理 記 号 ( 都 道 府 県 コ ー ド )

事 業 所 整 理 記 号 ( 郡 市 区 符 号 )

事 業 所 整 理 記 号 （ 事 業 所 記 号 ）

郵 便 番 号 ( 親 番 号 )

郵 便 番 号 ( 子 番 号 )

事 業 所 住 所

事 業 所 名 称

事 業 主 氏 名

電 話 （ 局 番 １ ）

電 話 （ 局 番 ２ ）

電 話 （ 局 番 ３ ）

賞 与 支 払 年 月 日 ( 共 通 )

被 保 険 者 整 理 番 号

氏 名
生 年 月 日 ( 元 号 ）

生 年 月 日 ( 年 月 日 )

賞 与 支 払 年 月 日

通 貨 に よ る も の の 額

現 物 に よ る も の の 額

合 計 （ 賞 与 額 ）

基 礎 年 金 番 号

備 考 欄 項 目 １  ( 7 0 歳 以 上 被 用 者 )

備 考 欄 項 目 ２  ( 二 以 上 事 業 所 勤 務 者 )

備 考 欄 項 目 ３  ( 同 一 月 内 の 賞 与 合 算 )

備 考 欄 項 目 ３  ( 賞 与 初 回 支 払 日 )

4
3

1
2

6
2

2
4

3
4

7
5

5
0

2
5

5
4

4
6

6
1
2

1
6

6
7

7
4

1
0

1
1

1
2

●
●

●

半
半

半
半

半
半

半
半

半
全

半
全

半
全

半
半

半
半

半
半

全
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

備
考

*
1

*
2

*
3

*
3

*
2

*
4

*
2

*
2

*
6

*
6

*
7

*
8

*
9

*
1
0

*
1
1

*
1
2

*
5

提 出 年 月 日

事
業

所
情

報
被

保
険

者

桁
数

必
須

全
半

角

法
定

帳
票

デ
ー

タ
フ

ァイ
ル

レ
イ

ア
ウ

ト
表

（
健

康
保

険
・厚

生
年

金
保

険
　
被

保
険

者
賞

与
支

払
届

／
厚

生
年

金
保

険
7
0
歳

以
上

被
用

者
賞

与
支

払
届

 ）

健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 　 被 保 険 者 賞 与 支 払 届

項 目 名

お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

*1
  お

客
様

番
号

が
3桁

の
お

客
様

の
場

合
、
頭

に
ゼ

ロ
を

付
け

て
入

力
。

(例
:

A
01

 ⇒
0A

01
)  

  

*2
  和

暦
を

年
、
月

、
日

そ
れ

ぞ
れ

2文
字

で
入

力
。

(例
:

平
成

29
年

3月
20

日
の

場
合

、
「2

90
32

0」
)

*3
  郵

便
番

号
を

親
番

号
(上

3桁
)、

子
番

号
(下

4桁
)に

分
け

て
入

力
。

*4
  1

:
明

治
、

3:
大

正
、

5:
昭

和
、

7:
平

成
*5

  賞
与

支
払

年
月

日
(共

通
)と

同
じ

場
合

は
入

力
不

要
。

*6
  単

位
:

円
カ

ン
マ

入
力

不
要

。

*7
  単

位
:

千
円

カ
ン

マ
入

力
不

要
。

(例
:

10
40

00
円

の
場

合
、
「1

04
」)

    

*8
  個

人
番

号
を

入
力

し
た

場
合

は
省

略
す

る
。
個

人
番

号
が

空
欄

の
場

合
は

必
須

入
力

。

*9
  7

0歳
以

上
被

用
者

に
該

当
す

る
の

場
合

1を
入

力
。

*1
0 

二
以

上
事

業
所

勤
務

者
の

資
格

取
得

の
場

合
1を

入
力

。

*1
1 

 同
一

月
内

の
賞

与
合

算
の

場
合

1を
入

力
。

*1
2 

 同
一

月
内

の
賞

与
合

算
の

場
合

初
回

支
払

日
を

入
力

。
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L
M

N
O

P
Q

R
S

T
U

V
W

X
Y

Z
AA

AB
AC

AD
A

E
A

F
A

G

被 保 険 者 番 号 ( 4 桁 )

被 保 険 者 番 号 ( 6 桁 )

被 保 険 者 番 号 ( C D )

事 業 所 番 号 ( 4 桁 )

事 業 所 番 号 ( 6 桁 )

事 業 所 番 号 ( C D )

支 払 の 態 様

賃 金 月 額

( 賃 金 月 額 : 単 位 千 円 )

契 約 期 間 開 始 年 月 日 （ 元

号 ）
契 約 期 間 開 始 年 月 日

契 約 期 間 終 了 年 月 日 （ 元

号 ）
契 約 期 間 終 了 年 月 日

桁
数

4
3

12
4

6
1

1
12

20
12

20
1

1
6

4
6

1
1

1
4

1
6

1
2

1
4

1
1

6
1

6
1

34

必
須

●
●

●
全

半
角

半
半

半
半

半
半

半
全

半
半

全
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

全
半

備
考

*1
*2

*3
*4

*5
*1

5
*3

*6
*7

*8
*9

*3
*6

*3
*6

*1
0

*1
お

客
様

番
号

が
3桁

の
お

客
様

の
場

合
、頭

に
ゼ

ロ
を

付
け

て
登

録
し

て
くだ

さ
い

。(
例

:
A

01
 ⇒

 0
A

01
)

*2
1:

男
　2

:女
*3

2:
大

正
 3

:
昭

和
 4

:
平

成
　5

:
令

和
*4

1:
新

規
雇

用
 2

:
新

規
（

そ
の

他
）

雇
用

 3
:

日
雇

か
らの

切
替

 4
:

そ
の

他
 8

:
出

向
元

へ
の

復
帰

等
（

65
歳

以
上

）
*5

1:
月

給
 2

:
週

給
 3

:
日

給
 4

:
時

間
給

  5
:

そ
の

他
*6

YY
M

M
D

D
（

元
号

は
平

成
）

*7
1:

日
雇

 2
:

派
遣

 3
:

パ
ー

ト
タイ

ム
 4

:
有

期
契

約
労

働
者

 5
:

季
節

的
雇

用
 6

:
船

員
 7

:
そ

の
他

*8
 0

1:
管

理
的

職
業

  0
2:

専
門

的
・技

術
的

職
業

  0
3:

事
務

的
職

業
  0

4:
販

売
の

職
業

  0
5:

サ
ー

ビ
ス

の
職

業
  

 0
6:

保
安

の
職

業
  0

7:
農

林
漁

業
の

職
業

  0
8:

生
産

工
程

の
職

業
  0

9:
輸

送
・機

械
運

転
の

職
業

  
 1

0:
建

設
・採

掘
の

職
業

  1
1:

運
搬

・清
掃

・包
装

等
の

職
業

*9
1:

安
定

所
紹

介
 2

:
自

己
就

職
 3

:
民

間
紹

介
 4

:
把

握
し

て
い

な
い

*1
0

1:
有

 2
:

無

1 週 間 の 所 定 労 働 時 間

契 約 期 間 の 定 め

契
約

期
間

契 約 更 新 条 項 の 有 無

事 業 所 名

賃
金

資 格 取 得 年 月 日

雇 用 形 態

職 種
就 職 経 路

資 格 取 得 年 月 日 （ 元 号 ）

性 別
生 年 月 日 （ 元 号 ）

生 年 月 日 （ 年 月 日 ）

事
業

所
番

号
被 保 険 者 と な っ た

こ と の 原 因

法
定

帳
票

デ
ー

タ
ファ

イ
ル

レ
イ

ア
ウ

ト
表

（
雇

保
取

得
情

報
 1

/2
）

雇 保 取 得 情 報

Ex
ce

lセ
ル

お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

被
保

険
者

番
号

項 目 名

取 得 区 分

被 保 険 者 氏 名 ( 漢 字 )

被 保 険 者 氏 名 ( カ ナ )

変 更 後 の 氏 名 ( 漢 字 )

変 更 後 の 氏 名 ( カ ナ )
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AH
AI

AJ
AK

AL
AM

AN
AO

AP
AQ

AR
AS

AT
AU

AV
AW

AX
AY

AZ

被 保 険 者 氏 名

（ ロ ー マ 字 ）

国 籍 ・ 地 域

在 留 資 格

在 留 期 間

資 格 外 活 動 許 可 の 有 無

在 留 カ ー ド 番 号

派 遣 ・ 請 負 就 労 区 分

住 所
氏 名

電 話 番 号

年
月

日
作 成 年 月 日

提 出 代 行 者 ・

事 業 代 理 者 の 表 示

氏 名
電 話 番 号

桁
数

80
40

20
28

8
1

12
1

75
50

17
2

2
2

10
11

20
20

17
必

須
全

半
角

全
半

半
全

半
全

半
半

半
半

半
全

半
全

半
半

半
半

半
全

半
全

半
全

半
全

半
半

備
考

*1
1

*1
0

*1
2

*1
3

M
M

D
D

*1
4

*1
1

YY
YY

M
M

DD
*1

2
1:

派
遣

・請
負

労
働

者
とし

て
主

とし
て

当
該

事
業

所
以

外
で

就
労

す
る

場
合

  2
:

1に
該

当
しな

い
場

合
*1

3
YY

　（
和

暦
の

年
）

*1
4

平
成

XX
年

XX
月

XX
日

　又
は

　2
0X

X年
XX

月
XX

日
*1

5
単

位
:

円
 カ

ンマ
入

力
不

要

社
会

保
険

労
務

士
記

載
欄

法
定

帳
票

デ
ー

タフ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト表

（
雇

保
取

得
情

報
 2

/2
）

備 考
事

業
主

届
出

年
月

日
申 請 先

※
被

保
険

者
が

外
国

人
の

場
合

の
み

記
入

雇 保 取 得 情 報

Ex
ce

lセ
ル

項 目 名
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
Ex

ce
lセ

ル
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L
M

N
O

P
Q

R
S

T
U

V
W

X
Y

Z
A

A
AB

AC
AD

A
E

A
F

AG
AH

AI
AJ

AK
AL

AM
AN

AO
AP

AQ
AR

AS
AT

AU
AV

AW

被 保 険 者 番 号 ( 4 桁 )

被 保 険 者 番 号 ( 6 桁 )

被 保 険 者 番 号 ( C D )

事 業 所 番 号 ( 4 桁 )

事 業 所 番 号 ( 6 桁 )

事 業 所 番 号 ( C D )

元 号
年 月 日

元 号
年 月 日

被 保 険 者 氏 名

（ ロ ー マ 字 ）

在 留 期 間

在 留 カ ー ド 番 号

派 遣 ・ 請 負 就 労 区 分

国 籍 ・ 地 域

在 留 資 格

元 号
年

月
日

年
月

日
住 所

氏 名
電 話 番 号

年
月

日
作 成 年 月 日

提 出 代 行 者 ・

事 業 代 理 者 の 表 示

氏 名
電 話 番 号

桁
数

4
3

12
4

6
1

4
6

1
1

6
1

6
1

1
4

1
12

20
40

8
12

1
20

28
12

20
1

1
2

2
2

64
34

2
2

2
78

75
50

17
2

2
2

10
11

20
20

17
必

須
●

●
●

全
半

角
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

全
半

半
半

半
半

半
全

半
全

半
全

半
半

半
半

半
半

半
全

半
全

半
半

半
半

全
半

全
半

全
半

半
半

半
半

全
半

全
半

全
半

全
半

半

備
考

*1
　

*2
*3

*2
*3

*4
*5

*6
*7

*8
*9

*1
0

YY
M

M
D

D
*1

1
M

M
D

D
*1

1
M

M
D

D
*1 2

*1
　

お
客

様
番

号
が

3桁
の

お
客

様
の

場
合

、頭
に

ゼ
ロを

付
け

て
登

録
し

て
くだ

さい
。(

例
:

A0
1 

⇒
 0

A0
1)

*2
　

3:
昭

和
 4

:
平

成
　5

:
令

和
*3

　
YY

M
M

D
D（

YY
の

元
号

は
平

成
）

*4
　

1:
離

職
以

外
の

理
由

  2
:

3以
外

の
離

職
  3

:
事

業
主

の
都

合
に

よ
る

離
職

*5
　

1:
有

  2
:

無
*6

　
空

白
:

有
   

1:
無

*7
　

YY
YY

M
M

DD
*8

　
1:

派
遣

・請
負

労
働

者
とし

て
主

とし
て

当
該

事
業

所
以

外
で

就
労

す
る

場
合

  2
:

1に
該

当
し

な
い

場
合

*9
　

1:
男

  2
:

女
*1

0　
2:

大
正

  3
:

昭
和

  4
:

平
成

　5
:

令
和

*1
1　

YY
（

和
暦

の
年

）
*1

2　
平

成
XX

年
XX

月
XX

日
　又

は
　2

0X
X年

XX
月

XX
日

社
会

保
険

労
務

士
記

載
欄

氏
名

変
更

年
月

日
被 保 険 者 で な く な っ た

こ と の 原 因

事
業

主
届

出
年

月
日

申 請 先

被
保

険
者

番
号

離 職 票 交 付 希 望

1 週 間 の 所 定 労 働 時 間

補 充 採 用 予 定 の 有 無

事
業

所
番

号
資

格
取

得
年

月
日

離
職

年
月

日

法
定

帳
票

デ
ー

タフ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト表

（
雇

保
喪

失
情

報
）

事 業 所 名 称

被 保 険 者 氏 名 ( 漢 字 )

被 保 険 者 氏 名 ( カ ナ )

新 氏 名

新 氏 名 フ リ ガ ナ

（ カ タ カ ナ ）

喪 失 原 因

※
被

保
険

者
が

外
国

人
の

場
合

の
み

記
入

性 別
生

年
月

日
被 保 険 者 の 住 所 又 は 居 所

雇 保 喪 失 _ 氏 名 変 更 情 報

項 目 名

お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
E
xc

el
セ

ル
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L
M

N
O

P
Q

R
S

T
U

V
W

X
Y

Z
A

A
A

B
A

C
A

D
A

E
A

F
A

G
※

被
保

険
者

が
外

国
人

の
場

合
の

み
記

入

被 保 険 者 氏 名 （ ロ ー マ 字 ）

年
月

日
住 所

氏 名
電 話 番 号

年
月

日
作 成 年 月 日

提 出 代 行 者 ・

事 業 代 理 者 の 表 示

氏 名
電 話 番 号

桁
数

4
3

1
2

1
1
2

4
6

1
1
3

2
0

1
4
0

1
6

3
4

2
0

2
0

2
2

2
4
0

4
0

7
5

5
0

1
7

2
2

2
1
0

1
1

2
0

2
0

1
7

必
須

●
●

●
全

半
角

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半
半

全
半

半
全

半
半

半
半

全
全

全
半

全
半

半
半

半
半

全
半

全
半

全
半

全
半

半

備
考

*
1

*
2

*
3

*
1
0

*
4

*
5

*
7

*
8

*
9

*
7

*
8

*
9

*
6

*
1
  

お
客

様
番

号
が

3
桁

の
お

客
様

の
場

合
、
頭

に
ゼ

ロ
を

付
け

て
登

録
し

て
くだ

さ
い

。
(例

:
A
0
1
 ⇒

 0
A
0
1
)

*
2

1
:

新
規

2
:

変
更

*
3

1
:男

　
2
:女

*
4

2
:大

正
、
3
:昭

和
、

4
:平

成
、
5
:令

和
*
5

Y
Y
M

M
D

D
*
6

平
成

X
X
年

X
X

月
X
X
日

　
又

は
　
2
0
X
X
年

X
X
月

X
X
日

*
7

Y
Y
（

和
暦

の
年

）
*
8

M
M

*
9

D
D

*
1
0

ア
ル

フ
ァ
ベ

ット
大

文
字

事
業

主
又

は
本

人
届

出
年

月
日

社
会

保
険

労
務

士
記

載
欄

申 請 先

事 業 所 名

メ モ 欄 1

メ モ 欄 2

変 更 前 氏 名

( フ リ ガ ナ ・ カ タ カ ナ ）

変 更 前 氏 名

氏
名

変
更

年
月

日
生 年 月 日  （ 年 月 日 ）

法
定

帳
票

デ
ー

タ
フ
ァ
イ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

個
人

番
号

登
録

_
変

更
情

報
）

個 人 番 号 登 録 _ 変 更 情 報

項 目 名

お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

届 出 区 分

変 更 前 個 人 番 号

被 保 険 者 番 号

被 保 険 者 番 号

被 保 険 者 番 号

日 雇 被 保 険 者 番 号

氏 名 ( カ ナ )

性 別
生 年 月 日  （ 元 号 ）
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L
M

N
O

P
Q

R
S

T
U

V
W

X
Y

Z
A

A
A

B
A

C
A

D
A

E
A

F

郵 便 番 号 ( 親 番 号 )

郵 便 番 号 ( 子 番 号 )

住 所
市 外 局 番

局 番
番 号

県 コ ー ド

学 種
学 校 番 号

姓
名

姓
名

元 号 区 分

年 月 日

元 号 区 分

年 月 日

固 定 的 給 与 ・ 基 本 給 ・

扶 養 手 当 ・ 通 勤 手 当 等

固 定 的 給 与 ・ 現 物 給 与

非 固 定 的 給 与 ・

超 過 勤 務 手 当 ・

宿 日 直 手 当 ・ 研 究 費 等

合 計

4
3

1
2

6
3

4
1
2
0

8
0

6
0

5
4

4
1
2

2
1

4
6
0

1
1

6
1

2
0

1
6

7
7

7
7

●
●

●
半

半
半

半
半

半
全

半
全

半
全

半
半

半
半

全
半

半
半

半
全

半
半

半
半

全
全

半
半

半
全

半
半

半
半

半
半

半

備
考

*
1

*
2

*
3

*
5

*
2

*
6

*
5

*
2

*
7

*
7

*
7

*
7
,8

A
G

A
H

A
I

A
J

A
K

A
L

A
M

A
N

A
O

A
P

A
Q

A
R

A
S

A
T

A
U

A
V

A
W

A
X

A
Y

A
Z

B
A

B
B

B
C

B
D

B
E

B
F

B
G

B
H

B
I

県 コ ー ド

学 種
学 校 番 号

個 人 番 号

有 無
基 礎 年 金 番 号

理 由 区 分

そ の 他 の 理 由

郵 便 番 号 ( 親 番 号 )

郵 便 番 号 ( 子 番 号 )

都 道 府 県

都 道 府 県 区 分

市 ・ 郡

市 ・ 郡 区 分

区 ・
町 ( マ チ ・ チ ョ ウ ) ・

村 ( ム ラ ・ ソ ン )

区 ・
町 ( マ チ ・ チ ョ ウ ) ・

村 ( ム ラ ・ ソ ン ) 区 分

都 道 府 県

都 道 府 県 区 分

市
市 区 分

区
区 区 分

郡
郡 区 分

町 ・ 村

町 ・ 村 区 分

フ リ ガ ナ

漢 字

2
1

4
5

6
1

1
0

1
2
6

3
4

2
0

1
2
0

1
2
0

1
2
0

1
2
0

1
2
0

1
2
0

1
2
0

1
8
0

8
0

半
半

半
半

半
半

半
半

全
半

半
半

全
半

半
全

半
半

全
半

半
全

半
半

全
半

半
全

半
半

全
半

半
全

半
半

全
半

全
半

備
考

*
2

*
9

*
1
0

*
1
1

*
1
2

*
1
3

*
1
1

*
1
4

*
1
5

*
1
6

*
1
7

*
1
8

*
1
8

資
格

取
得

年
月

日
報

酬
月

額

最
終

前
任

校
の

加
入

者
番

号
最 終 前 任 校 退 職 年 月 日

基
礎

年
金

番
号

住
所

・
郵

便
番

号
住

所
・フ

リ
ガ

ナ

1
5

1
5

*
4

*
4加
入

者
氏

名
・漢

字
生

年
月

日
担 当 者 氏 名

学 校 名

資 格 取 得 番 号

全
半

角

桁
数

必
須

桁
数

必
須

全
半

角

資 格 取 得 報 告 書

E
xc

e
lｾ

ﾙ
項 目 名

住
所

・漢
字

住
所

・
町

名
字

名
以

下

代 表 者 名

法
定

帳
票

デ
ー

タ
フ
ァ
イ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

資
格

取
得

報
告

書
1
／

3
）

資 格 取 得 報 告 書

E
xc

e
lｾ

ﾙ
項 目 名

お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

報 告 年 月 日

学
校

法
人

等
所

在
地

学 校 法 人 等 名

性 別 区 分

職 名
事

務
連

絡
先

電
話

番
号

学
校

記
号

番
号

加
入

者
氏

名
・フ

リ
ガ

ナ
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*
1

お
客

様
番

号
が

3
桁

の
お

客
様

の
場

合
、
頭

に
ゼ

ロ
を

付
け

て
入

力
し

て
くだ

さ
い

。
(例

:
A
0
1 

⇒
 0

A
0
1
)

*
2

和
暦

を
年

、
月

、
日

そ
れ

ぞ
れ

2
文

字
で

入
力

。
(例

:
平

成
1
4年

4
月

1
日

の
場

合
、
「1

4
0
4
01

」)
  
  

*
3

1
:

新
規

資
格

取
得

、
2
:

継
続

資
格

取
得

、
3
:

再
資

格
取

得
*
4

帳
票

に
表

示
す

る
際

に
姓

と名
の

間
に

△
が

入
り
表

示
さ
れ

ま
す

。
*
5

3
:

昭
和

、
4:

平
成

、
5
:

令
和

*
6

1
:

男
、
2
:

女
*
7

 
単

位
:

円
カ

ン
マ

入
力

不
要

*
8

帳
票

に
表

示
す

る
際

に
、

前
に

0
が

付
記

さ
れ

、
表

示
さ

れ
ま

す
。

*
9

1
:

有
、
2
:

無
無

の
場

合
は

「理
由

区
分

」、
「そ

の
他

の
理

由
」を

記
入

し
て

くだ
さ
い

。
*
1
0

1
:

2
0
歳

未
満

で
初

め
て

就
労

す
る

た
め

、
2
:

外
国

籍
で

日
本

で
始

め
て

就
労

す
る

た
め

、
3
:

そ
の

他
*
1
1

1
:

都
、
2
:

道
、
3:

府
、
4:

県
*
1
2

1
:

市
、
2
:

郡
*
1
3

1
:

区
(ク

)、
2
:

町
(マ

チ
)、

3
:

町
(チ

ョウ
)、

4
:

村
(ム

ラ
)、

5:
村

(ソ
ン

)
*
1
4

市
を

入
力

し
た

場
合

1
を

入
力

。
*
1
5

区
を

入
力

し
た

場
合

1
を

入
力

。
*
1
6

郡
を

入
力

し
た

場
合

1
を

入
力

。
*
1
7

1
:

町
、
2
:

村
*
1
8

私
学

共
済

 資
格

取
得

報
告

書
の

住
所

に
「・

」、
「（

）
」、

「＆
」、

「'
 」

（
ア

ポ
ス

ト
ロ

フ
ィー

）
、
「,

 」
（

カ
ン

マ
）

、
「/

」（
ス

ラ
ッシ

ュ
）

、
「Ⅰ

」、
「Ⅱ

」の
ロ

ー
マ

数
字

は
使

用
で

き
ま

せ
ん

。

法
定

帳
票

デ
ー

タ
フ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

資
格

取
得

報
告

書
2
／

3
）
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住
所
記
入
例 Ex

ce
lｾ

ﾙ
A

Q
A

R
A

S
A

T
A

U
A

V
A

W
A

X
A
Y

A
Z

B
A

B
B

B
C

B
D

B
E

B
F

B
G

B
H

都 道 府 県

都 道 府 県 区 分

市 ・ 郡

市 ・ 郡 区 分

区 ・
町 ( マ チ ・ チ ョ ウ ) ・

村 ( ム ラ ・ ソ ン )

区 ・
町 ( マ チ ・ チ ョ ウ ) ・

村 ( ム ラ ・ ソ ン ) 区 分

都 道 府 県

都 道 府 県 区 分

市
市 区 分

区
区 区 分

郡
郡 区 分

町 ・ 村

町 ・ 村 区 分

フ リ ガ ナ

漢 字

桁
数

20
1

20
1

20
1

20
1

20
1

20
1

20
1

20
1

80
80

必
須

全
半

角
全

半
半

全
半

半
全

半
半

全
半

半
全

半
半

全
半

半
全

半
半

全
半

半
全

半
全

半

備
考

*1
1

*1
2

*1
3

*1
1

*1
4

*1
5

*1
6

*1
7

*1
8

*1
8

記
入

例

東
京

都
品

川
区

東
品

川
9-

9-
9

ト
ウ

キ
ョウ

1
シ

ナ
ガ

ワ
1

東
京

1
品

川
1

ヒ
ガ

シ
シ

ナ
ガ

ワ
9-

9-
9

東
品

川
9-

9-
9

北
海

道
上

川
郡

東
川

町
東

町
9-

9-
9

ホ
ッカ

イ
ド
ウ

2
カ

ミカ
ワ

2
ヒ
ガ

シ
カ

ワ
3

北
海

道
2

上
川

1
東

川
1

ヒ
ガ

シ
マ

チ
9-

9-
9

東
町

9-
9-

9

大
阪

府
吹

田
市

江
坂

町
9-

9-
9

オ
オ

サ
カ

3
ス

イ
タ

1
大

阪
3

吹
田

1
エ

サ
カ

チ
ョウ

9-
9-

9
江

坂
町

9-
9-

9

神
奈

川
県

横
浜

市
中

区
港

町
9-

9-
9

カ
ナ

ガ
ワ

4
ヨ
コ
ハ

マ
1

ナ
カ

1
神

奈
川

4
横

浜
1

中
1

ミナ
ト
チ

ョウ
9-

9-
9

港
町

9-
9-

9

法
定

帳
票

デ
ー

タ
フ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

資
格

取
得

報
告

書
3／

3）

項 目 名

住
所

・フ
リガ

ナ
住

所
・漢

字
住

所
・

町
名

字
名

以
下
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

L
M

N
O

P
Q

R
S

T
U

V
W

X
Y

Z
AA

AB
AC

AD

郵 便 番 号

所 在 地

フ リ ガ ナ

氏 名 又 は 名 称

個 人 番 号 又 は 法 人 番 号

特 別 徴 収 義 務 者 指 定 番

宛 名 番 号

連 絡 先 の 所 属

連 絡 先 の 氏 名

連 絡 先 の 電 話

内 線
フ リ ガ ナ

氏 　 名

生 年 月 日 ー 元 号

生 年 月 日 ー 年

生 年 月 日 ー 月

生 年 月 日 ー 日

受 給 者 番 号

1 月 1 日 現 在 の 住 所

異 動 後 の 住 所

4
3

12
1

30
2

2
2

8
80

60
30

13
12

11
30

60
15

10
30

60
1

２
2

2
25

80
80

10
2

●
●

●
半

半
半

半
全

半
半

半
半

半
全

半
全

半
全

半
半

半
半

全
半

全
半

半
半

全
半

全
半

半
半

半
半

半
全

半
全

半
半

半

備
考

*1
*2

*3
*4

*5
*6

*7
*3

*4
*5

*8
*4

AE
A

F
AG

AH
A

I
A

J
A

K
AL

AM
A

N
AO

AP
AQ

AR
A

S
AT

AU
AV

AW
A

X
AY

A
Z

BB
BB

BC
BD

BE
BF

BG

2
10

2
2

10
2

2
2

1
10

1
12

1
13

8
80

60
30

20
40

20
10

10
2

25
1

1
2

2

半
半

半
半

半
半

半
半

半
全

半
半

半
半

半
半

全
半

全
半

全
半

全
半

全
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半

備
考

*4
*8

*4
*4

*8
*3

*4
*5

*9
*1

0
*1

1
*1

2
*8

*1
3

*1
4

*4
*4

新 し い 勤 務 先 の 氏 名 又

は 名 称 ( フ リ ガ ナ )

納 入 開 始 月

受 給 者 番 号

新 し い 勤 務 先 の 所 在

地 の 郵 便 番 号

新 し い 勤 務 先 の 法 人

番 号

新 し い 勤 務 先 の 特 別 徴 収

義 務 者 指 定 番 号 ( 新 規 )

新 し い 勤 務 先 の 特 別

徴 収 義 務 者 指 定 番 号

異 動 後 の 未 徴 収 税 額 の 徴 収 方 法

特
別

徴
収

継
続

の
場

合
新 し い 勤 務 先 の 氏 名

又 は 名 称

担 当 者 連 絡 先 の 所 属

担 当 者 連 絡 先 の 氏 名

担 当 者 連 絡 先 の 電 話

内 線
月 割 額

新 し い 勤 務 先 の 所 在 地

納 入 書 の 要 否

全
半

角

給 与 支 払 報 告 特 別 徴 収 に 係 る 給 与 所 得 者 異 動 届 出 書

Ex
ce

lｾ
ﾙ

桁
数

必
須項 目 名

徴 収 済 額

未 徴 収 期 間 － 自 ( 月 )

徴 収 済 期 間 － 至 ( 月 )

未 徴 収 期 間 － 至 ( 月 )

未 徴 収 税 額

異 動 年 月 日 － 年

異 動 年 月 日 － 月

全
半

角

特 別 徴 収 税 額 ( 年 税

額 )

提 出 先 市 区 町 村

提 出 年 月 日 ( 年 )

提 出 年 月 日 ( 月 )

提 出 年 月 日 ( 日 )

給
与

支
払

者
給

与
所

得
者

一
括

徴
収

の
場

合
一 括 徴 収 の 理 由

理 由 １ － 年

理 由 ２ － 年

異 動 年 月 日 － 日

異 動 の 事 由

異 動 の 事 由 － 事 由 の 理 由

法
定

帳
票

デ
ー

タフ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト

表
（

給
与

支
払

報
告

特
別

徴
収

に
係

る
給

与
所

得
者

異
動

届
出

書
1／

2）

給 与 支 払 報 告 特 別 徴 収 に 係 る 給 与 所 得 者 異 動 届 出 書

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名

お 客 様 番 号

会 社 番 号

社 員 番 号

年 度
徴 収 済 期 間 － 自 ( 月 )

桁
数

必
須
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桁
数

:
項

目
の

最
大

入
力

可
能

桁
数

必
須

:
●

は
必

須
項

目
BH

BI
BJ

BK
BL

BM
BN

BO
BP

BQ

2
2

10
2

1
2

2
1

6
1

全
半

角
半

半
半

半
半

半
半

半
半

半

備
考

*4
*5

*8
*1

5
*3

*3
*1

6
*1

7

市 区 町 村 コ ー ド

届 出 区 分

桁
数

必
須

一
括

徴
収

の
場

合
徴 収 予 定 月 日 － 月

徴 収 予 定 月 日 － 日

徴 収 予 定 額

納 入 月

普
通

徴
収

の
場

合
普 通 徴 収 の 理 由

理 由 １ － 年

理 由 ２ － 年

個 人 番 号 非 表 示

法
定

帳
票

デ
ー

タフ
ァイ

ル
レ

イ
ア

ウ
ト表

（
給

与
支

払
報

告
特

別
徴

収
に

係
る

給
与

所
得

者
異

動
届

出
書

2／
2）

給 与 支 払 報 告 特 別 徴 収 に 係 る 給 与 所 得 者 異 動 届 出 書

Ex
ce

lｾ
ﾙ

項 目 名

*1
  

 お
客

様
番

号
が

3桁
の

お
客

様
の

場
合

、頭
に

ゼ
ロ

を
付

け
て

登
録

して
くだ

さい
。(

例
:

A
01

 ⇒
 0

A0
1)

*2
  

 1
:

現
年

度
2:

新
年

度
3:

両
年

度

*3
  

 Y
Y(

和
暦

の
年

)

*4
M

M

*5
  

 D
D

*6
  

 【
個

人
事

業
主

の
お

客
様

】✔
個

人
事

業
主

ご
本

人
の

登
録

を
す

る
場

合
は

、Z
か

ら
始

ま
る

社
員

番
号

を
入

力
し

て
くだ

さい
。

例
)「

ZZ
ZZ

ZZ
ZZ

ZZ
Z0

」

*7
  

  
1:

昭
和

2:
大

正
3:

明
治

4:
平

成
5:

令
和

*8
単

位
:

円
カン

マ
入

力
不

要
（

帳
票

出
力

時
に

カ
ン

マ
区

切
りに

て
表

示

*9
1:

退
職

2:
転

勤
3:

休
職

・⾧
欠

4:
死

亡
5:

支
払

少
額

・不
定

期
6:

合
併

・解
散

7:
そ

の
他

*1
0

*9
が

「7
:

そ
の

他
」の

場
合

に
事

由
・理

由
を

記
録

す
る

。

*1
1 

 1
:

特
別

徴
収

継
続

2:
一

括
徴

収
3:

普
通

徴
収

*1
2 

 特
徴

義
務

者
指

定
番

号
に

入
力

が
あ

れ
ば

、０
、な

け
れ

ば
１

*1
3

*1
2が

"1
"の

場
合

の
み

、該
当

す
る

納
入

書
の

要
否

の
「1

:
必

要
」又

は
「2

:
不

要
」を

記
録

す
る

。

*1
4

1:
申

出
あ

り
2:

希
望

無
し
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4.3. 画面項目一覧

4.3.1. 個人番号検索

《画面表示例》

《項目説明》
No. 画面項目名 内容
　社員検索

1 会社 選択した会社で検索します。
2 社員番号 社員番号で前方一致検索します。
3 漢字氏名 入力した氏名(漢字氏名)から前方一致にて検索します。
4 カナ氏名 入力した氏名(カナ氏名)から前方一致にて検索します。
5 生年月日 生年月日を手入力またはカレンダーアイコンから範囲指定します。

指定された日付の範囲から検索します。
6 自動削除年月日 自動削除年月日を手入力またはカレンダーアイコンから範囲指定します。

指定された日付の範囲から検索します。
7 退職年月日 退職年月日を手入力またはカレンダーアイコンから範囲指定します。

指定された日付の範囲から検索します。
8 任意項目1～10 赤枠で囲われた項目は、管理担当者様が項目名、入力方法を定義

できる任意項目です。設定方法は「基本操作マニュアル(管理者編)」
を参照ください。

9 提出申告書名 入力した提出申告書名から前方一致にて検索します。
10 提出年月 提出年月を手入力すると指定された範囲から検索します。
11 提出状況 未提出、提出済みを選択します。
12 備考 入力した備考から前方一致にて検索します。
13 検索ボタン 入力した条件に合致する社員を検索します。
14 編集ボタン 対象の社員の情報を参照、変更、削除するときに押下します。

押下すると4.3.2. 個人番号登録_本人画面に遷移します。
15 追加ボタン 社員の情報を追加するときに押下します。

押下すると4.3.2. 個人番号登録_本人画面に遷移します。
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4.3.2. 個人番号登録_本人画面

《画面表示例》

《項目説明》

1 社員番号 社員番号を登録します。
給与計算システムに登録されている本人情報との紐付に利用します。
※ 個人事業主の場合、「ZZZZZZZZZZZ0～9」の範囲にて社員

番号を登録します。すると各帳票の「個人番号又は法人番号」欄
に個人事業主として登録した個人番号を出力することができます。

2 会社 会社名をプルダウンから選択します。
3 氏名 氏名を全角で登録します。

(漢字氏名) 姓名ともに6文字まで登録可能です。
4 カナ氏名 カナ氏名を半角で登録します。

姓名ともに15文字まで登録可能です。
5 生年月日 生年月日を手入力またはカレンダーアイコンから範囲指定します。
6 個人番号 個人番号を12桁の半角数字で登録します。
7 履歴 個人番号の履歴を表示します。
8 自動削除年月日 削除予定日を指定します。指定日の夜間のシステムメンテナンス

時間内に対象者のデータが削除されます。対象の社員に家族情報が
登録されている場合は、家族も削除されます。

9 退職削除年月日 給与計算処理にて登録された退職年月日が本サービスの
退職年月日に設定されます。

10 任意項目1～10 赤枠で囲われた項目は、管理担当者様が項目名、入力方法を定義
できる任意項目です。設定方法は「基本操作マニュアル(管理者編)」
を参照ください。

No. 画面項目名 内容
本人基本情報
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11 提出申告書名 提出した申告書の名称を登録します。
 ※個人番号の登録有り且つ未入力の場合は、会社情報管理画面

で設定した「提出申告書名の初期値」が登録されます。
12 提出年月 申告書を提出した年月を登録します。

 ※個人番号の登録有り且つ未入力の場合は、
個人番号を登録した登録日時点の年月が登録されます。

13 提出状況 個人番号の登録がある場合は「提出済み」、登録がない場合は
「未提出」が自動的に登録されます。（入力不可）

14 備考 従業員が個人番号を提出されない場合の経緯等を登録します。
15 利用用途 個人番号を取り扱う操作（登録、参照、更新、削除）を行う際に

必ず選択します。
16 個人番号表示ボタン No.14の利用用途を選択すると本ボタンを押下できるようになります。

登録済みの個人番号は「*」で隠して初期表示されるため、
本ボタンを押下して個人番号を表示します。あわせて、家族の
個人番号も表示されます。

17 取消ボタン 画面に入力した情報を破棄し、画面初期表示時の状態に戻します。
18 削除ボタン 対象の社員のデータを削除します。対象の社員に家族情報が登録されて

いる場合は、家族も削除されます。削除したデータは復元できません。
押下すると4.3.1. 個人番号検索に遷移します。

19 更新ボタン 画面に表示されている情報で登録します。
押下すると4.3.1. 個人番号検索に遷移します。

20 編集ボタン 登録済みの家族情報を編集することができます。
押下すると4.3.3. 個人番号登録_家族に遷移します。

21 氏名 家族の漢字氏名が表示されます。
(漢字氏名)

22 氏名 家族のカナ氏名が表示されます。
(カナ氏名)

23 生年月日 家族の生年月日をが表示されます。
24 配偶者区分 社員本人と家族の続柄が表示されます。
25 個人番号 家族の個人番号が表示されます。

登録済みの個人番号は「*」で隠して初期表示されます。
26 家族追加ボタン 家族情報を追加することができます。

押下すると4.3.3. 個人番号登録_家族に遷移します。
※ 「社員番号」を個人事業主にした場合、家族の追加はできません。

家族情報一覧

No. 画面項目名 内容
本人基本情報
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4.3.3. 個人番号登録_家族画面

《画面表示例》

《項目説明》

1 社員番号 社員本人の社員番号が表示されます。
2 会社 社員本人の会社名が表示されます。
3 氏名 家族の氏名を全角で登録します。

(漢字氏名) 姓名ともに6文字まで登録可能です。
4 カナ氏名 家族のカナ氏名を半角で登録します。

姓名ともに15文字まで登録可能です。
5 生年月日 家族の生年月日を手入力またはカレンダーアイコンから範囲指定します。
6 個人番号 家族の個人番号を12桁の半角数字で登録します。
7 履歴 個人番号の履歴を表示します。
8 配偶者区分 配偶者か、その他の扶養者かを選択します。
9 非居住区分 居住、非居住を選択します。

※<　給与計算サービス（ペイ助） >をご利用のお客様向けに
給与所得の源泉徴収票に必要な管理項目となります。

10 自動削除年月日 削除予定日を指定します。指定日の夜間のシステムメンテナンス時間
内に対象者のデータが削除されます。

11 任意項目1～10 赤枠で囲われた項目は、管理担当者様が項目名、入力方法を定義
できる任意項目です。設定方法は「基本操作マニュアル(管理者編)」
を参照ください。

12 提出申告書名 提出した申告書の名称を登録します。
 ※個人番号の登録有り且つ未入力の場合は、会社情報管理画面

で設定した「提出申告書名の初期値」が登録されます。
13 提出年月 申告書を提出した年月を登録します。

 ※個人番号の登録有り且つ未入力の場合は、
個人番号を登録した登録日時点の年月が登録されます。

14 提出状況 個人番号の登録がある場合は「提出済み」、登録がない場合は
「未提出」が自動的に登録されます。（入力不可）

15 備考 従業員が個人番号を提出されない場合の経緯等を登録します。
16 利用用途 個人番号を取り扱う操作（登録、参照、更新、削除）を行う際に

必ず選択します。

家族情報
No. 画面項目名 内容

81/91



17 個人番号表示ボタン No.15の利用用途を指定することで本ボタンを押下できるようになります。
登録済みの個人番号は「*」で隠して初期表示されるため、
本ボタンを押下して個人番号を表示します。あわせて、家族の
個人番号も表示されます。

18 取消ボタン 画面に入力した情報を破棄し、画面初期表示時の状態に戻します。
19 削除ボタン 対象の社員の家族データを削除します。

削除したデータは復元できません。
押下すると4.3.1. 個人番号検索に遷移します。

20 更新ボタン 画面に表示されている情報で登録します。
押下すると4.3.1. 個人番号検索に遷移します。

No. 画面項目名 内容
家族情報
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4.3.4. 取込ファイル設定登録

《画面表示例》

《項目説明》

取込ファイル定義ID 取込ファイル定義で一意となるIDを入力します。
編集ボタンで遷移した場合は、登録済の「取込ファイル定義ID」が
表示され、編集不可の表示項目となります。

※必須項目 6文字まで登録可能です。
定義名 取込ファイル定義IDに対する名称を入力します。
※必須項目 30文字まで登録可能です。
取込レイアウト 取り込みを実施する対象をプルダウンリストから選択します。

・MYN001 本人 (登録・更新)
・MYN002 家族 (登録・更新)
・MYN003 本人・家族 (削除)
・MYN006 履歴 (登録・更新)
・MYN007 履歴 (削除)
・MYN901 社員番号変更 (本人・家族)

※必須項目 ・MYN902 家族情報変更
取込方法 No.3:取込レイアウトによって、値が自動でセットされます。

更新追加 既に登録済の情報は更新、未登録の
情報は新規追加を行ないます。

削除 既に登録済のデータの削除を行います。
※ 一度削除されたデータの復元はできません

のでご注意ください。

ファイル形式 取り込むファイルの形式を「MS Excelファイル」または「CSVファイル」から
※必須項目 選択します。
パスワード設定 No.5:ファイル形式にて「MS Excelファイル」を選択した場合、パスワード

設定を有無を選択します。
・有:パスワードで保護されたExcelファイルが、取込可能となります。
　　　　パスワードは、会社情報管理画面にて登録されている、取込
　　　　ファイルパスワードを使用します。
・無:パスワードで保護されていないExcelファイルのみが、取込可能
　　　　となります。
※この機能を利用することにより、パスワード保護されたExcelファイルを
   閲覧権限のないユーザでも外部取込を行えるように制御を行う事が
   可能となります。
※No.5:ファイル形式にて「CSVファイル」を選択した場合、自動で「無」

※必須項目    とセットされ、「有」は選択できません。

内容

5

No. 画面項目名

取込方法

1

2

3

4

6

内容
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エクセルシート名 No.5:ファイル形式にて「MS Excelファイル」を選択した場合、取込対象
とするExcelファイルのシート名を指定できます。
未指定の場合、1シート目を取込対象としますので、取込対象のシートが
2シート目以降に存在する場合にシート名を指定してください。

ヘッダ 取込ファイル内にヘッダ行を設けている場合に「有」を選択します。
※必須項目 雛形ファイルを用いて取込を行う場合は、「有」を選択してください。
ブランクの扱い 取込ファイル内のデータに、ブランク(空欄)が存在した場合のデータの

扱いを指定します。

ブランクは無視 ブランクは無視し、既に登録済の内容を
残します。

ブランクは反映 ブランクはブランクとして反映します。
※登録されている項目の内容をクリアする
   場合に当設定を指定してください。

※必須項目
読込開始位置 取込ファイル内のデータについて、データが何行目から始まるかの指定を

します。
※No.8でヘッダを「有」とした場合、ヘッダ行が始まる行を指定します。
テンプレートファイルを用いて取込を行う場合は、「7行目以降」と指定

※必須項目 してください。
備考 備忘録としてご利用ください。11

項目名 内容

No. 画面項目名 内容
7

8

9

10
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4.3.5. 申請管理一覧

4.3.5.1. 申請管理一覧画面

《画面表示例》

《項目説明》
No. 内容
申請状況検索

1 会社 選択した会社で検索します。
2 社員番号 社員番号で前方一致検索します。
3 社員氏名 入力した氏名から部分一致にて検索します。
4 申請種類 選択された申請種類の申請を検索します。
5 提出状況 選択された提出状況の申請を検索します。
6 申請状況 選択された申請状況の申請を検索します。

初期表示時は「最終承認待ち」の申請を検索、表示します。
7 対象日区分 選択された対象日区分に紐づく項目の申請を検索します。

・依頼…依頼日
・申請…申請日
・差戻…差戻日
・却下…却下日
・最終承認…最終承認日

8 対象日 対象日を手入力またはカレンダーアイコンから範囲指定します。
対象日区分に紐づいた項目を指定された日付の範囲から検索します。

9 申請期限日 申請期限日を手入力またはカレンダーアイコンから範囲指定します。
指定された日付の範囲から検索します。

10 検索ボタン 入力した条件に合致する申請を検索します。

画面項目名
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No. 内容
申請状況一覧

11 確認ボタン 対象の申請を参照、更新するときに押下します。
押下すると4.3.6. 申請管理詳細画面に遷移します。

12 依頼/督促ボタン 申請者に依頼メール、または督促メールを送信するときに押下します。
押下すると4.3.5.2. 依頼/督促メール送信画面が表示されます。

13 依頼/期限日変更ボタン 対象の申請の依頼日、または申請期限日を変更するときに押下します。
押下すると4.3.5.3. 依頼/期限日変更確認画面が表示されます。

一括処理状況一覧
14 再読込ボタン 一括処理状況一覧に表示される

取込状況の表示内容を更新するときに押下します。

申請状況一覧について
従業員と従業員家族ごとに、最新の申請の状況が表示されます。
検索も最新の申請に対して実施されます。

一括処理状況一覧について
家族申請自動承認および依頼・督促メール送信の自動送信設定を行った場合は、
一括処理状況一覧に結果が表示されます。
設定方法については、「詳細操作マニュアル」をご参照ください。

画面項目名
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4.3.5.2. 依頼/督促メール送信画面

《画面表示例》

《項目説明》
No. 内容

1 メール種別 メール種別をプルダウンリストより選択します。
プルダウンで選択したメール種別のメールテンプレートが表示されます。

2 件名 メール種別に紐づく件名が表示されます。
3 本文1 メール種別に紐づくメール本文（社員ご本人向け）が表示されます。
4 本文2 メール種別に紐づくメール本文（社員のご家族向け）が表示されます。
5 メール送信ボタン 押下すると申請状況一覧に表示されている

すべての申請の申請者に依頼メール、または督促メールを送信します。
メール送信実施後、4.3.5.1. 申請管理一覧画面の
一括処理状況一覧に送信結果ファイルと送信結果が表示されます。 
依頼メール、督促メールが送信される条件は以下の通りです。
【依頼メール】

・提出状況が「依頼前」で申請者にメールアドレスの設定がある場合
※ この画面から依頼メールを送信しても提出状況は変更されません。

【督促メール】
・提出状況が「未提出」で申請者にメールアドレスの設定がある場合
※ 申請が最終承認されたことがある人の場合、
 上記条件に合致していても督促メールは送信されません。

6 キャンセルボタン 依頼/督促メール送信画面を閉じ、
4.3.5.1. 申請管理一覧画面に戻ります。

各メール種別のメールテンプレートについて
メールテンプレートは管理者ユーザ向けの機能で編集が可能です。
メールテンプレートの内容については管理担当者様にご確認ください。

画面項目名
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4.3.5.3. 依頼/期限日変更確認画面

《画面表示例》

《項目説明》
No. 内容
依頼日

1 依頼日 変更したい日付を入力します。
2 「変更する」 依頼日を変更する場合にチェックを入力します。

チェックボックス 未チェックの場合、依頼日に日付が入力されていても変更されません。
申請期限日

3 申請期限日 変更したい日付を入力します。
4 「変更する」 申請期限日を変更する場合にチェックを入力します。

チェックボックス 未チェックの場合、申請期限日に日付が入力されていても
変更されません。

共通
5 変更ボタン 押下すると4.3.5.1. 申請管理一覧画面の申請状況一覧に

表示されている各申請の依頼日、申請期限日を一括変更します。
各日付が変更される条件は以下の通りです。
【依頼日】

・提出状況が「依頼前」で
　「変更する」チェックボックスがチェックされている場合

【申請期限日】
・提出状況が「取消」「却下」「最終承認済み」以外で
　「変更する」チェックボックスがチェックされている場合

6 キャンセルボタン 依頼/期限日変更確認画面を閉じ、
4.3.5.1. 申請管理一覧画面に戻ります。

画面項目名
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4.3.6. 申請管理詳細

4.3.6.1 申請管理詳細画面

《画面表示例》
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《項目説明》

1 申請対象者情報 現在表示中の申請者の基本情報を表示します。
2 一覧ボタン 申請者を一覧から選択するときに押下します。

押下すると4.3.6.2. 申請対象者一覧画面が表示されます。
3 前へボタン 押下すると前の申請者の情報に切り替わります。

※4.3.5. 申請管理一覧画面の申請状況一覧の並び順で
　　切り替わります。

4 次へボタン 押下すると次の申請者の情報に切り替わります。
※4.3.5. 申請管理一覧画面の申請状況一覧の並び順で
切り替わります。

5 依頼日 依頼日を手入力またはカレンダーアイコンから指定します。
申請状況が「依頼前」の場合のみ変更可能です。

6 申請期限日 申請期限日を手入力またはカレンダーアイコンから指定します。
申請状況が「取消」「却下」「最終承認済み」の場合は変更できません。
「却下」または「最終承認」実行時に値がクリアされます。

7 更新ボタン 画面に表示されている情報で依頼日と申請期限日を更新します。

8 最終承認者コメント 申請に対するコメントを登録します。
コメント登録後、差戻または却下または最終承認実施で
コメントが反映されます。
400文字まで登録可能です。
※ 改行は2文字として扱われます。

9 対象外ボタン 申請を対象外とする場合に押下します。
提出状況が「依頼前」、「未提出」で、
申請状況が「未申請」、「一時保存」、「引戻」の場合に使用できます。

10 対象外解除ボタン 申請を対象外解除する場合に押下します。
提出状況が「対象外」の場合に使用できます。

11 督促ボタン 申請状況が「未申請」の申請者に対して督促メールを送信します。
12 差戻ボタン 申請を差し戻します。

（申請者は再度申請が必要となります。）
13 却下ボタン 申請を却下します。

（申請者は再度申請する必要がありません。）
14 最終承認ボタン 申請を最終承認します。
15 取消ボタン 画面に入力した情報を破棄し、画面初期表示時の状態に戻します。

個人番号確認書類、本人確認書類の画像表示について
従業員申請の個人番号申請時に画像登録を行った場合のみ表示されます。

英字氏名の表示について
英字氏名が設定されている場合のみ、項目が表示されます。

承認情報

申請情報

申請対象者
No. 画面項目名 内容
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4.3.6.2 申請対象者一覧画面

《画面表示例》

《項目説明》

1 申請対象者情報 申請対象者が一覧表示されます。
※4.3.5. 申請管理一覧画面の申請状況一覧と同じ申請対象者が
　表示されます。

2 表示ボタン 押下すると4.3.6.1. 申請管理詳細画面の表示内容が
切り替わります。

3 「×」ボタン 申請対象者一覧画面を閉じ、4.6.3.1. 申請管理詳細画面に
戻ります。

No. 画面項目名 内容
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